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料

は
じ
め
に

資

行
政
法
学
の
最
重
要
課
題
の
ひ
と
つ
に
、
行
政
活
動
の
名
宛
人
以
外
の

寸
第
三
者
」
を
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

本
稿
は
、
み
ぎ
の
問
題
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
、
(
西
)
ド
イ
ツ
の
行

政
法
学
説
と
判
例
の
現
状
を
、
権
利
論
の
視
点
か
ら
、
客
観
的
に
概
観
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
際
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
素
材
と

し
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
具
体
的
に
紹
介
・
検
討
す
る
こ
と
を
方
針
と
す
る
。

さ
て
、
(
西
)
ド
イ
ツ
の
権
利
論
に
関
し
て
通
説
判
例
た
る
《
保
護
規
範

説
》
に
よ
れ
ば
、
第
三
者
に
権
利
が
承
認
さ
れ
る
の
は
、
す
な
わ
ち
、
第

三
者
が
行
政
法
上
の
諸
関
係
に
引
き
込
ま
れ
る
の
は
、
係
争
行
政
活
動
、

と
り
わ
け
行
政
行
為
の
根
拠
規
定
が
、
当
該
第
三
者
の
個
人
的
利
益
を
保

護
す
る
目
的
を
も
持
つ
場
合
に
限
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
一
般
的

枠
組
み
を
持
つ
《
保
護
規
範
説
》
は
、
他
の
権
利
論
を
排
除
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
権
利
救
済
に
お
け
る
「
実
体
法
上
の
列
記
主
義
」
を
意
味
し
、
そ

れ
ゆ
え
、
別
の
理
論
的
な
可
能
性
を
探
求
す
べ
き
だ
、
と
考
え
る
。

本
稿
は
、
《
保
護
規
範
説
》
と
並
ん
で
、
(
西
)
ド
イ
ツ
隣
人
訴
訟
の
行

政
判
例
に
登
場
し
て
い
る
、
《
基
本
権
説
》
、
《
配
慮
原
則
説
》
を
概
観

し
、
関
係
者
の
権
利
利
益
と
関
係
規
定
の
両
面
に
お
い
て
、
〈
全
体
的
考
察
〉

と
も
呼
ぶ
べ
き
解
釈
態
度
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
指
摘
す
る
。

つ
づ
い
て
、
こ
う
し
た
動
向
と
き
わ
め
て
類
似
し
た
内
容
を
持
つ
、
《
行

政
法
関
係
説
》
を
紹
介
・
検
討
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
例
の
現
状
は
、

《
行
政
法
関
係
説
》
に
よ
っ
て
も
十
分
に
説
明
・
整
理
さ
れ
る
こ
と
、
判

例
は
、
《
行
政
法
関
係
説
》
へ
の
移
行
準
備
を
す
で
に
整
え
終
わ
っ
て
い

る
こ
と
、
そ
う
し
た
移
行
に
よ
っ
て
生
℃
る
混
乱
は
殆
ど
な
い
こ
と
、
な

ど
を
指
摘
す
る
。
問
題
は
、
そ
う
し
た
理
論
的
基
盤
の
移
動
の
必
要
性
に

対
す
る
評
価
に
あ
る
。

(
1
)
参
照
、
高
橋
信
隆
「
隣
人
保
護
に
関
す
る
予
備
的
考
察
」
熊
本
大

学
教
育
学
部
紀
要
三
六
号
人
文
科
学
(
一
九
八
七
年
)
一
頁
以
下
、

藤
田
宙
靖
「
行
政
活
動
の
権
力
性
と
第
三
者
の
立
場
|
|
「
法
律
に

よ
る
行
政
の
原
理
」
の
視
点
か
ら
す
る
一
試
論
|
l
」
『
行
政
法
の

諸
問
題
・
上
・
雄
川
一
郎
先
生
献
呈
論
集
』
(
一
九
九

O
年
)
一
七

一
頁
以
下
。

(2)
《
保
護
規
範
説
》
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
参
照
、
安
念
潤
司
「
取

消
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
の
構
造
(
三
)
」
国
家
学
会
雑
誌
九
八

巻
一
一

l
一
二
号
(
一
九
八
五
年
)
八
四
頁
以
下
、
宮
井
清
暢
「
『
法

律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
』
説
の
再
検
討
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
・
法

研
論
集
四

O
号
こ
九
八
七
年
)
二
九
九
頁
以
下
。

(3)
ぐ
関
戸
∞
ぐ
巾
コ
司
。
・

C
3・4・
N
∞
・
品
・

5
2
J
の何
N

F

N
申

(ω
同州・)一

口
三
・
〈
昂

H
N
・

5
E叶
γ

の肘
N
∞
-
N
S
(
N
戸
)
1
0〈
切
戸

5
2
w
ω
・
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B
H
R
U
C
R
E
-
∞・

5
s
w
の
阿
倍

-
H
3
1
ロ
〈
∞
戸
巴
弓
唱

ω・

日

R
I
Z』司

E
S
-
∞
-

H

叶∞
F

C
ユ
-
〈
-

H

吋
N

・
5
P
U〈∞-・

5
戸唱

ω・
吋
宮
内
問
・
(
吋
印
印
)
一
百
三
・
〈
∞
・
吋
・
呂
コ
・

0α
〈
呂
吋
∞
・

ω・

2
由
一
己
門
戸
〈
・

M
M
・
-
N
・
5
∞0
・
。
肘

2
・
N
印由

(
N
S
)
・

(
4
)
参
照
、
原
因
尚
彦
『
訴
え
の
利
益
』
(
一
九
七
三
年
)
四
八
頁
注

(
叩
)
、
一
二
八
頁
、
二
ニ
六
頁
、
二
八
二
頁
、
三
四
二
頁
、
阿
部
泰

隆
「
原
発
訴
訟
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
こ
)
」
判
例
評
論
コ
二
四
号

(
判
例
時
報
一
一
回
二
号
(
一
九
八
五
年
)
)
一
六
四
頁
以
下
、
一
六

七
頁
(
同
『
国
土
開
発
と
環
境
保
全
』
(
一
九
八
九
年
)
所
収
)
、
同
・

判
例
評
論
コ
一
八
一
号
(
判
例
時
報
二
二
五
八
号
(
一
九
九

O
年
)
)

一
七
二
頁
以
下
、
一
七
三
頁
、
小
早
川
光
郎
『
行
政
訴
訟
の
構
造
分

析
』
(
一
九
八
三
年
)
一
五
二
頁
注
(
側
)
。
な
お
、
参
照
、
渡
部
吉

隆
「
伊
達
・
豊
前
火
電
訴
訟
最
高
裁
二
判
決
の
意
味
と
問
題
点
L

ジ
ユ

リ
ス
ト
八
五
六
号
(
一
九
八
六
年
)
八
八
頁
以
下
、
九

O
頁
、
な
ど
。

問
題
の
所
在

川
問
題
の
所
在
を
示
す
た
め
こ
こ
で
、
水
管
理
法
(
以
下
、
た
ん
に
寸
法
L

と
い
う
こ
と
が
あ
る
)
に
関
す
る
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
八
七
年

七
月
4

五
日
判
決
を
紹
介
す
る
。
本
判
決
の
あ
る
評
釈
者
は
、
-
水
法

(
岩
田
回
目
白
門
司

2
Y
H
)

に
と
っ
て
、
本
判
決
に
は
原
則
的
意
義
が
帰
属
す
る
。

そ
れ
以
上
に
、
本
判
決
は
、
公
法
上
の
第
三
者
保
護
に
関
す
る
上
級
審
の

判
例
を
完
成
さ
せ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
本
判
決
に
は
、
権
利

論
と
し
て
、
伝
統
的
な
《
保
護
規
範
説
》
と
、
同
部
一
九
七
七
年
二
月
二

五
日
判
決
(
の
何
回
・
ロ
N
)

以
来
、
学
説
か
ら
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

判
例
上
、
存
続
し
て
い
る
《
配
慮
原
則
説
》
が
登
場
し
て
い
る
。
判
例
に

お
け
る
権
利
論
の
現
状
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
る
。
な
お
、
本
件
は
、

次
に
み
る
よ
う
に
、
形
式
的
に
は
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
が
原
告
と
な
っ

て
い
る
い
わ
ゆ
る
名
宛
人
訴
訟
で
あ
る
が
、
み
ぎ
評
釈
に
も
あ
る
よ
う
に
、

実
質
的
に
は
、
水
法
上
の
第
三
者
(
隣
人
)
訴
訟
で
あ
る
。

は
じ
め
に
事
実
の
概
要
と
判
旨
を
紹
介
し
(
叩
叩
て
つ
づ
い
て
問
題
点

を
示
す
(
州
)
。

山
本
件
で
は
、
ま
ず
、
砂
利
採
取
業
者
に
交
付
さ
れ
た
法
七
条
の
許
可

(
開
ユ

2
E
U
)
が
、
市
の
水
道
事
業
株
式
会
社

(ωg色
丹
羽

R
E
巴
戸
比
谷
口
括

〉
の
)
に
よ
っ
て
異
議
審
査
請
求
手
続
で
争
わ
れ
た
。
砂
利
採
取
跡
地
の
穴

が
、
水
源
の
間
近
に
残
る
か
ら
で
あ
っ
た
(
お
と
。
こ
の
水
源
に
つ
き
、

み
ぎ
株
式
会
社
は
法
八
条
の
承
認
(
切
巾
項
目
=-mE口
問
)
を
得
て
い
た
。
さ
て
、

審
査
庁
た
る
県
知
事
(
問
品
ぽ

E
ロ
肉
印
有
智
広
巾
口
同
)
は
み
ぎ
許
可
を
取
り
消

す
裁
決
を
下
し
た
。
許
可
の
違
法
事
由
は
、
本
件
で
は
、
許
可
手
続
で
は

な
く
計
画
確
定
手
続
が
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
砂
利
採
取
業
者
が
、
こ
の
許
可
取
消
裁
決
の
取
り
消
し
を
求
め

北法41(5-6・593)2639



料

て
出
訴
し
た
。
原
判
決
は
、
参
加
人
た
る
株
式
会
社
の
異
議
審
査
請
求
適

格
(
巧
広
句
告

E
n
Z
Z
E宮
町
)
の
不
存
在
を
理
由
と
し
て
、
請
求
を
認

容
し
た
。
水
管
理
法
の
手
続
規
定
か
ら
権
利
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
い
う
の
で
あ
る

(
b
s
。

川
川
本
判
決
の
結
論
は
、
原
審
へ
の
差
戻
し
で
あ
る
。
判
決
は
、
本
件
手

続
規
定
が
関
係
者
の
保
護
に
役
立
た
な
い
こ
と
を
先
例
(
の
何
戸
印
∞
(
色

白・)一白
N
・
2
ω
(
N
念
同
)
)
を
引
き
つ
つ
認
め
な
が
ら
も
、
法
一
八
条
、
一

a
条
一
項
、
お
よ
び
四
条
一
項
の
解
釈
と
し
て
、
法
七
条
に
も
と
づ
く
許

可
の
賦
与
に
際
し
、
他
人
の
利
益
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
許
可
も

ま
た
こ
れ
ら
の
利
益
の
保
護
に
役
立
つ
、
と
し
て
い
る
(
お
品
)
。
つ
ま
り
、

参
加
人
に
も
権
利
は
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

判
決
理
由
は
、
原
則
論
の
部
分
と
適
正
な
裁
量
行
使
を
求
め
る
請
求
権

の
部
分
と
に
、
ほ
ぽ
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
原
則
論
の
部

分
だ
け
を
引
用
・
紹
介
す
る
。
大
要
次
の
よ
う
に
い
う
。

資

@
「
水
法
の
領
域
に
と
っ
て
も
、
公
法
上
の
隣
人
保
護
は
、
原
則
と
し

て
、
個
人
的
に
保
護
さ
れ
た
第
三
者
の
私
的
利
益
と
こ
れ
ら
の
利
益
の

鍛
損
(
〈
R
U
R
E
m
)
の
態
様
と
が
、
十
分
明
確
に
認
識
さ
れ
る
よ
う

な
規
定
か
ら
だ
け
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
(
の
阿
古
-
日
∞
(
毘
)
一
回
目
印
円
E
・

〈
目
同
日
∞
・

5
吋

N

・

F
n
y
E
N
t印
・
二
ω
日
当
g
m
Zの
寄
・
同
)

O

L

(
A
H

一
W
A
F
)

北法41(5-6・594)2640

@
「
法
四
条
、
六
条
は
、
許
可
と
承
認
と
に
等
し
く
適
用
さ
れ
る

(mm-Rロ)。

他
の
規
定
の
ほ
か
、
法
一

a
条
一
項
の
一
般
原
則
が
、
水
法
上
の
す
べ

て
の
許
認
可
(
の
巾
巳
巳
EDm)
に
適
用
さ
れ
る
。
」

(
b
s

「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
許
認
可
要
件
に
、
公
共
の
福
祉
の
優
先
的
考
慮
、

他
の
者
へ
の
損
失
的
影
響
の
回
避
と
い
う
原
則
が
、
共
通
し
て
い
る
。

他
の
者
へ
の
損
失
的
影
響
の
防
止
な
ど
の
た
め
の
負
担
(
〉
丘
釘
唱
ロ
)

を
規
律
す
る
法
四
条
一
項
二
文
か
ら
、
法
七
条
の
許
可
と
法
八
条
の
承

認
に
際
し
て
、
少
な
く
と
も
、
第
三
者
の
個
人
的
利
益
を
考
慮
す
べ
き

こ
と
が
引
き
出
さ
れ
る
。
計
画
確
定
手
続
に
関
す
る
法
=
二
条
二
項
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
[
許
可
と
承
認
の
実
施
方
法
な
ど
の
詳

細
に
関
す
る
]
調
整
手
続
を
定
め
る
法
一
八
条
が
あ
る
。
全
体
と
し
て
、

水
行
政
庁
は
、
水
利
用
に
関
す
る
す
べ
て
の
決
定
に
際
し
て
、
他
の
者

の
利
益
を
か
配
慮
(
河
口
円

E-nZ)
。
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
法
四
条
一
項
二
文
に
、
第
三
者
保
護
効
が
属
す

る。
L

(

お

血

肉

)

@
「
水
法
上
の
許
認
可
要
件
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
人
々
の
範
囲

(mme

印門町三

N
H
q
p肖印。ロ
g
w門
広
田
)
は
、
な
る
ほ
ど
空
間
的
に
は
っ
き
り
と

は
画
定
さ
れ
な
い
(
ロ
お
宮
町
一
口
仏
巾
三
応
品

ZE--S
白

σ
m巾
句

gN門)。

け
れ
ど
も
、
公
法
上
の
隣
人
保
護
に
関
す
る
近
年
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
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そ
れ
は
決
定
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
許
可
構
成
要
件
の
個
別
的
メ
ル

ク
マ
ー
ル
か
ら
、
一
般
公
衆
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
人
々
の
範
囲
が
引

き
出
せ
る
か
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
水
法
上
の
許
認
可
の
保
護
範

囲
は
、
水
管
理
法
一

a
条
一
項
の
一
般
原
則
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、
一
般
公
衆
の
利
益
、
と
り
わ
け
水

道
供
給
の
利
益
が
保
護
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
適
法
な
水
利
用
者
と
、
そ

の
私
的
利
益
が
、
当
該
水
利
用
に
よ
っ
て
打
撃
さ
れ
、
そ
の
打
撃
が
本

法
に
よ
っ
て
で
き
る
か
ぎ
り
回
避
さ
れ
る
べ
き
人
々
と
が
、
こ
の
保
護

範
囲
に
入
る
。
」
(
お
日
)

@
「
許
可
と
承
認
と
に
等
し
く
存
在
す
る
、
他
の
者
の
利
益
へ
の
配
慮

原
則
(
の
号
。
ダ
由
民
∞
包
田
口
問
巾
同
邑
2
2
E
M
n
E
R
Y
H
N
C
口市町
B
g
)

は
、
他
の
者
の
利
益
が
、
資
格
づ
け
ら
れ
個
別
化
さ
れ
る
あ
り
方
で
打

撃
さ
れ
る
(
∞
巳
告
官
巴
ロ
巾
閉
山
口
仏
巾
吋

g
吉
巳
ロ
巾
円
吉
田

-BN-qgD

E
与
一
旦
玄
含
丘
町
一
巾
ユ
巾
口
当
包
括
宮
可
O
民

g
m巴
コ
)
場
合
に
だ
り
、

第
三
者
保
護
を
も
た
ら
す
。
あ
る
許
認
可
に
よ
っ
て
既
存
の
水
の
配
分

が
侵
害
さ
れ
る
(
叩
宮
崎
出
向
ロ
)
か
ぎ
り
、
打
撃
さ
れ
る
そ
の
他
の
適
法

な
水
利
用
者
は
、
通
例
、

H

資
格
づ
け
ら
れ
個
別
化
さ
れ
る
よ
う
に
。
打

撃
さ
れ
て
い
る
。
資
格
づ
け
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
さ
ら
に
、
あ
る

水
利
用
の
持
つ
水
管
理
上
の
意
義
が
加
わ
る
。
こ
れ
は
、
と
り
わ
け
公

共
の
水
供
給
主
体
に
当
て
は
ま
る
。
本
件
参
加
人
が
、
資
格
づ
け
ら
れ

個
別
化
さ
れ
て
保
護
さ
れ
る
第
三
者
の
範
囲
に
属
し
て
い
る
こ
と
は
自

明
で
あ
る
。
L

(

岳
印
)

同
ま
と
め
と
問
題
の
所
在

①
本
判
決
は
、
水
管
理
法
の
許
可
に
関
す
る
実
体
法
規
定
が
隣
人
保
護

を
与
え
る
と
し
た
、
初
め
て
の
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
の
判
決
で
あ
る
。

判
旨
@
の
引
用
す
る
、
同
部
一
九
七
二
年
一

O
月
二

O
日
判
決

(
C
阿
戸

印
∞
(
毘
)
)
の
事
案
は
、
本
件
同
様
、
水
法
上
の
第
三
者
訴
訟
で
あ
り
な
が
ら
、

第
三
者
保
護
的
性
格
を
問
わ
れ
た
の
が
、
実
体
法
規
定
で
は
な
く
許
可
手

続
規
定
で
あ
っ
た
う
え
に
、
そ
の
第
三
者
保
護
的
性
格
も
否
定
さ
れ
て
い

た。
②
本
判
決
が
と
る
、
関
連
規
定
の
隣
人
保
護
的
性
格
を
判
断
す
る
枠
組

み
は
、
緩
和
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
〈
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
々
の
範
囲
の
《
画

定
可
能
説
》
〉
で
あ
る
(
判
旨
@
、
お
よ
び
@
)
。

③
判
決
が
い
う
《
配
慮
原
則
》
と
は
、
建
築
許
可
の
取
り
消
し
を
求
め

て
、
隣
人
が
取
消
訴
訟
で
争
う
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
の
中
か
ら
登
場

し
て
き
た
判
例
法
理
で
あ
り
、
《
保
護
規
範
説
》
と
比
べ
て
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
《
保
護
規
範
説
》
に
よ
れ
ば
、
隣

人
保
護
規
範
が
な
い
場
合
に
は
、
隣
人
に
権
利
は
な
い
こ
と
に
な
り
、
隣

人
原
告
は
敗
訴
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
《
配
慮
原
則
説
》
に
よ
れ
ば
、
隣
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料

人
原
告
を
保
護
す
る
規
範
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
保
護
さ
れ
る
人
々

の
範
囲
が
画
定
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
〈
隣
人
の
利
益
が
、
資
格
づ

け
ら
れ
個
別
化
さ
れ
る
あ
り
方
で
打
撃
さ
れ
る
場
合
に
は
、
隣
人
保
護
が

与
え
ら
れ
る
〉
(
判
旨
@
、
お
よ
び
@
参
照
)
。

《
配
慮
原
則
説
》
の
登
場
に
よ
り
、
(
西
)
ド
イ
ツ
の
建
築
隣
人
訴
訟
に

お
い
て
、
三
つ
の
権
利
論
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
《
配

慮
原
則
説
》
、
伝
統
的
な
《
保
護
規
範
説
》
、
そ
し
て
、
次
に
紹
介
す
る

《
基
本
権
説
》
で
あ
る
。

④
問
題
の
所
在

本
判
決
は
、
参
加
人
(
隣
人
)
に
も
権
利
が
認
め
ら
れ
る
、
と
結
論
し

た
。
そ
の
理
由
は
、
ー
法
四
条
一
項
二
文
に
、
第
三
者
保
護
効
が
属
す
る
」

(
判
胃
@
)
か
ら
で
あ
り
、
本
件
で
は
、
《
配
慮
原
則
》
が
「
第
三
者
保
護

を
も
た
ら
す
」
(
判
旨
@
)
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
判
決
の
も
と
づ
く
権
利
論
は
、
《
保
護
規
範
説
》
か
、
《
配

慮
原
則
説
》
か
、
判
然
と
し
な
い
。
融
合
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
素
直

で
な
い
か
。
し
か
し
、
両
者
は
、
論
理
的
に
は
、
融
合
で
き
な
い
の
で
な

い
か
。
ま
た
、
形
式
的
問
題
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
本
件
許
可
の
根
拠

規
定
は
、
法
七
条
で
あ
る
が
、
判
決
が
隣
人
保
護
規
範
た
る
こ
と
を
認
め

た
規
定
は
、
法
四
条
一
項
二
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
他
の
者
へ
の
損
失
的

影
響
を
阻
止
す
る
か
、
も
し
く
は
調
整
す
る
た
め
に
も
し
許
可
・
承
認
に

資

負
担
(
〉
丘
E
m巾
)
を
賦
す
こ
と
を
許
す
規
定
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
判
決
は
、

権
利
を
認
め
る
に
あ
た
り
、
法
一

a
条
一
項
、
四
条
、
六
条
、
七
条
、
八

条
、
一
八
条
、
三
一
条
を
参
照
し
、
水
管
理
法
全
体
を
考
慮
し
て
い
る
(
特

に
、
判
旨
@
)
。

こ
う
し
た
態
度
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
と
は
別
に
、
本
判
決
に
は
、
《
基
本
権
説
》
へ
の
言
及
が
な
い
。

こ
れ
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
六

九
年
六
月
二
二
日
判
決
以
来
、
判
例
は
、
隣
人
保
護
規
範
の
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
建
築
許
可
、
も
し
く
は
そ
の
実
施
に
よ
っ
て
、
〈
重
大
か
つ
受

忍
で
き
な
い
な
n
y
g
q
ロ
E
5
2可
s
z
n
y
)
〉
打
撃
を
破
る
第
三
者
隣

人
に
、
直
接
、
基
本
権
に
も
と
づ
く
訴
訟
を
承
認
し
て
き
た
。
《
基
本
権

説
》
へ
の
言
及
が
な
い
の
は
、
他
の
権
利
論
で
処
理
で
き
た
本
判
決
だ
け

の
現
象
だ
ろ
う
か
。
背
景
に
な
ん
ら
か
の
事
情
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
、
本
判
決
は
、
根
拠
規
定
に
視
野
を
限
定
し
た
狭
い
《
保
護
規
範

説
》
を
採
用
し
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
権
利
を
認
め
る
に
あ
た
り
、
法

制
度
全
体
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
。
ま
た
、
《
保
護
規
範
説
》
は
、
法
律

規
定
か
ら
問
題
を
み
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
に
対
し
、
《
基
本
権
説
》

は
も
ち
ろ
ん
、
《
配
慮
原
則
説
》
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
隣
人
・
関

係
者
の
権
利
利
益
か
ら
物
事
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
《
保
護

規
範
説
》
と
《
配
慮
原
則
説
》
の
融
合
を
図
る
か
に
み
え
る
判
決
は
、
権
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利
利
益
状
況
の
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

狭
い
《
保
護
規
範
説
》
の
不
採
用
、
あ
る
い
は
全
体
的
考
察
、
そ
し
て

《
保
護
規
範
説
》
と
《
配
慮
原
則
説
》
の
融
合
の
先
に
あ
る
も
の
は
な
に

品川何

ドイツ公法上の隣人訴訟に関する一考察

(
1
)
者
忠
認
可

Y
E晶
2
3・
5
・
5

5
呂
(
切
の
巴
・
日

ω・
ω
C
H
吋)・

(2)
∞
〈
巾
吋
君
。
開
吋
∞
・
品
。

H

ロ
〈
∞
戸
H

甲山山一ア
ω
-
H
N
A
山
印
町
内
・
日
ロ
α〈

冨∞

F
m
w
E口
民
-
H
Z
』当

Egwω
・
品
官
民
・
な
お
、
本
判
決

に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
石
崎
誠
也
「
隣
人
保
護
的
配
慮
原
則
に
関
す

る
西
ド
イ
ツ
連
邦
行
政
裁
判
所
判
例
の
展
開
」
法
政
理
論
二
二
巻
四

号
(
一
九
九

O
年
)
五
九
頁
以
下
、
八

O
頁
以
下
参
照
。

(3)
〈
m-
司}回目ハロロ一
m・3
〉
ロ
ヨ
巾
ユ
己
ロ
m
J
E∞∞・∞
-
N
ω

吋町内・
(
N
ω

∞)・

(4)
《
保
護
規
範
説
》
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
安
念
潤
司
寸
取
消
訴
訟

に
お
け
る
原
告
適
格
の
構
造
(
三
)
」
国
家
学
会
雑
誌
九
八
巻
一
一

H

一
二
号
(
一
九
八
五
年
)
八
四
頁
以
下
、
宮
井
清
暢
「
司
法
律
上
保

護
さ
れ
た
利
益
』
説
の
再
検
討
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
・
法
研
論
集

四
O
号
(
一
九
八
七
年
)
二
九
九
頁
以
下
。

(5)
《
配
慮
原
則
説
》
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
石
崎
誠
也
「
西
ド
イ
ツ

建
築
法
に
お
け
る
『
隣
人
利
益
の
配
慮
原
則
』
(
一
)
(
二
)
L

法
政

理
論
一
九
巻
一
号
五
四
頁
以
下
、
同
巻
二
号
一
二
二
頁
以
下
二
九

八
六
年
)
。

(
6
)
本
文
の
カ
ツ
コ
内
の
数
字
は
、
判
決
を
掲
載
す
る
、

Z
』当

z
g
w

ω・
品
宮
町
内
の
該
当
頁
数
で
あ
る
。
砂
利
採
取
跡
地
に
ス
リ
鉢
状
の

穴
が
残
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
寄
本
勝
美
『
ご
み
と
リ

サ
イ
ク
ル
』
(
一
九
九

O
年
、
岩
波
新
室
百
)
四

O
頁
参
照
。

な
お
、
後
に
出
て
く
る
も
の
を
含
め
、
本
件
に
関
連
す
る
水
管
理

法
の
条
文
の
内
容
を
、
予
め
こ
こ
に
示
す
。
た
だ
し
、
ラ
ン
ト
法
に

よ
る
追
加
・
補
充
規
律
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
触
れ
な
い
。

一
a
条
一
項
寸
河
川
(
の
巾
者
包
括
司
)
は
、
自
然
の
構
成
部
分
と

し
て
、
公
衆
の
福
祉
と
、
こ
れ
に
一
致
し
た
個
人
の
利
用
に
も
役

立
つ
よ
う
に
、
ま
た
す
べ
て
の
回
避
で
き
る
打
撃
が
生
じ
な
い
よ

う
に
、
管
理
さ
れ
る
。
」

四
条
一
項
「
許
可
と
承
認
は
、
利
用
条
件
の
指
定
(
司
2
2
2
E

N
ロ
ロ
ぬ
)
と
負
担
を
付
け
て
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
負
担
は
、

他
の
者
へ
の
損
失
的
影
響
を
阻
止
す
る
か
、
も
し
く
は
調
整
す
る

た
め
に
も
許
さ
れ
る
。
」

六
条
「
許
可
と
承
認
は
、
予
定
さ
れ
た
利
用
か
ら
、
公
衆
の
福

祉
へ
の
打
撃
や
、
負
担
、
あ
る
い
は
公
法
団
体
の
措
置
(
法
四
条

二
項
三
文
[
略
]
)
に
よ
っ
て
は
、
阻
止
、
あ
る
い
は
調
整
さ
れ

な
い
よ
う
な
、
と
り
わ
け
、
公
共
の
水
供
給
の
危
険
が
予
測
さ
れ

る
と
き
、
拒
否
で
き
る
J

七
条
寸
許
可
は
、
河
川
を
、
特
定
の
目
的
の
た
め
、
方
法
と
程

度
の
定
ま
っ
た
や
り
方
で
利
用
す
る
資
格
を
与
え
る
。
期
間
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
L

八
条
一
項
「
承
認
は
、
河
川
を
、
方
法
と
程
度
の
定
ま
っ
た
や
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料

り
方
で
利
用
す
る
権
利
を
与
え
る
。
そ
れ
は
、
他
人
に
属
す
る
も

の
、
他
人
の
占
有
す
る
土
地
や
施
設
を
利
用
す
る
権
利
を
与
え
な

vv

」一
八
条
「
許
可
、
承
認
の
実
施
方
法
、
程
度
お
よ
び
時
期
、
旧

来
の
権
利
と
義
務
は
、
水
(
司
自
お
こ
が
、
数
量
と
性
質
に
照
ら

し
、
す
べ
て
の
利
用
者
に
と
っ
て
十
分
で
な
い
か
、
あ
る
い
は
こ

れ
ら
の
者
を
打
撃
す
る
場
合
、
公
衆
の
福
祉
、
と
り
わ
け
公
共
の

水
供
給
が
要
求
す
る
場
合
に
、
関
与
人
の
申
立
て
、
あ
る
い
は
職

権
で
、
調
整
手
続
(
〉

5
m
E
n
F
2
q
p
z
zロ
)
の
中
で
規
律
さ

れ
、
も
し
く
は
制
限
さ
れ
る
。
こ
の
手
続
の
中
で
、
調
整
金
も
確

定
で
き
る
。
」

三
一
条
一
指
令
河
川
、
あ
る
い
は
川
岸
の
復
元
、
除
去
、
も
し

く
は
重
大
な
変
形

(
Z
2
2巾
-E口
明
∞
虫
色
民
間
口
口
問
。
己
句

者巾印巾ロ己一円}戸。

d
g
m巾印片山}門ロロ
m
g口町田

C
2
5印印巾門的。門田町「

抱
一
口
巾
門
戸
『
向
。
円
)
(
改
修
(
〉
ロ
岳
山
口
)
)
は
、
計
画
確
定
手
続
の
事

前
の
実
施
を
要
す
る
。
(
以
下
、
省
略
)
」

同
条
二
項
「
当
該
手
続
の
中
で
、
建
築
措
置
の
方
法
と
程
度
、

お
よ
び
、
公
益
の
た
め
、
も
し
く
は
他
の
者
の
権
利
へ
の
損
失
的

な
影
響
を
回
避
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
が
確
定
さ
れ
、
損
害
の

調
整
が
命
じ
ら
れ
る
。
」

(7)
判
決
は
、
以
下
、
適
正
な
裁
量
行
使
請
求
権
に
つ
い
て
述
べ
、
さ

ら
に
差
戻
審
で
の
審
理
に
つ
い
て
指
示
を
与
え
て
い
る
宇
部
門
・
)
。

〈
ぬ
戸
出
口
nF
宍ロロ

-mw
山田()(明ロ・

ω)
ゆ∞
-Nω
申
(
品
)
一
回
・
回
同
ロ
巾
H
J

資

3
N
z
g
o同
FE--ny円
m
n
E
-
n
F
g
z
h凶
n
y
g吋凹円
Y
Z
門
N
E
者
向

g
Rー

吋
巾
円
宮
∞

5
2
P
三
者
同
由
∞
∞

Lω
品
J
E
ω
E
U
0・∞
-
E
R

3
0
5
日
門
司
ロ
・
∞
A
Y

∞吋)・

(
8
)
従
来
、
法
七
条
の
許
可
は
第
三
者
保
護
と
無
関
係
だ
、
と
理
解
さ

れ
て
い
た
。
ぐ
関
戸
勾
∞

n
E
B
E
?
出
口
岳
町
E
ロ
m

z

a
釦印

C
B毛
色
可
R
Z
-
N
〉
ロ
コ

-wsgwω
・
∞
品
一
〈
m-・
山
口
nyHN-

F
E
R
-
Q
r
E
-
5
2
5仏
三

g
g
t弓
白
凹
認
可
叶
巾
門
戸

N-

〉口同一--呂∞一
-wHN己・
hSA山・

(
9
)
〈
M

州
戸
白
ロ
ny
切
〈
巾
コ
担
。

-
C
3・〈

HKHHNH坦
叶
一
円
。
何
十
時
w
M
ω
印

(
日
邑
戸
)
(
〈
手
続
法
違
反
が
第
三
者
保
護
に
意
味
を
も
つ
の
は
、
手

続
規
定
自
体
が
、
独
自
に
実
行
で
き
る
手
続
法
上
の
法
的
地
位
を
第

三
者
に
与
え
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
水
管
理

法
七
条
、
八
条
の
手
続
規
定
は
第
三
者
保
護
的
機
能
を
も
っ
て
い
な

い
〉
)
。
判
旨
@
が
引
用
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
決
定
(
回

Eny--
〈目ロ・

∞
-
E吋
NWEnEEC-N
主日

ι
2
N
司
自
由
民

C
Z叶
-H)
に
つ
い

て
は
、
掲
載
判
例
集
を
参
照
で
き
な
か
っ
た
。

(
凶
)
《
画
定
可
能
説
》
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
大
西
有
二
「
公
法
上
の

建
築
隣
人
訴
訟
(
四
)
|
|
|
西
ド
イ
ツ
の
行
政
判
例
に
お
け
る
『
権

利
』
『
権
利
鍛
損
』
お
よ
び
『
違
法
事
由
』
|
|
|
」
北
大
法
学
論

集
四
一
巻
四
号
(
一
九
九
一
年
)
一
五
一
二
頁
以
下
、
一
五
二
五
頁

以
下
。
本
文
に
い
う
「
緩
和
さ
れ
た
L

の
意
味
は
、
〈
規
範
が
明
文

で
か
関
係
者
の
画
定
で
き
る
範
囲
。
を
示
し
て
い
な
く
と
も
よ
い
〉

こ
と
を
指
す
。
な
お
、
石
崎
・
前
掲
注

(
2
)
七
O
頁
、
七
八
頁
以

北法41(5-6・598)2644
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下
は
、
「
放
棄
」
、
寸
変
更
」
と
評
す
る
が
、
「
隣
人
保
護
性
の
判
定
基

準
の
緩
和
」
(
八
三
頁
下
段
)
(
傍
点
引
用
者
)
と
の
表
現
も
あ
り
、

そ
の
趣
旨
は
本
稿
の
評
価
と
同
じ
と
思
わ
れ
る
。

(
日
)
本
判
決
と
同
じ
よ
う
に
、
根
拠
規
定
そ
の
も
の
で
な
く
、
関
連
す

る
負
担
規
定
か
ら
、
隣
人
保
護
を
導
い
た
判
決
と
し
て
、
回
〈
巾
叶
ぎ
の
-

C
3
・〈

-
z
-
-
-
E
2・
(
山
開
口
-
Z
H
(
ω
ω
ど
が
あ
る
。
な
お
、
〈
法
四

条
一
項
二
文
は
一
般
的
第
三
者
保
護
の
根
拠
を
意
味
し
な
い
〉
、
〈
単

純
な
許
可
に
際
し
、
法
四
条
一
項
二
文
は
隣
人
保
護
効
を
も
た
な
い
〉

と
す
る
も
の
が
い
る
(
〈
包
・
回
円
巾
己
負
唱

E
C
(司ロ・∞)・閉山門凶・品甲町

田口一門司コ・
H
A
F
N
O
W

同州巳
-
h
H
品吋)。

(
ロ
〉
〈
問
一
同
ロ
ロ

-m-
白血()(間口

-s・
ω
N
ω
∞(「
W
H
G
の
全
体
的
解
釈

(の巾印白
B
己
互
角
℃
日
片
山
門
一
c
ロ
色
町
田
巧
国
の
)
」
、
寸
全
体
的
考
察

(の

g
g再
σ
2
3
n
y
Eロ
m)
」
を
語
る
。
な
お
、
寸
法
一

a
条
一
一
境
、

一
八
条
の
参
照
は
余
計

(
5
2
m
z
z
m
)
」
と
も
述
べ
る
)
。

(
日
)
《
基
本
権
説
》
に
つ
い
て
は
、
大
西
有
二
寸
公
法
上
の
建
築
隣
人

訴
訟
(
五
)
|
|
|
西
ド
イ
ツ
の
行
政
判
例
に
お
け
る
『
権
利
』
『
権

利
鍛
損
』
お
よ
び
『
違
法
事
由
』
|
|
|
」
北
大
法
学
論
集
(
掲
載

巻
号
数
未
定
)
で
紹
介
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

(
日
)
ぐ
関
戸
切
白
ロ
巾
門
司
白
血
(
)
(
司
ロ
叶
)
唱
∞
-

N

日
百
円
門
司
ロ
・

5
・

(
日
)
∞
〈
巾
司
君
。
開

ω
N
・
コ
ω(
口市})・

(
日
山
〕
水
法
に
お
い
て
は
、
∞
ぐ

R
当

p
cユ
目
〈
-

H

H

H

H

E

吋0
・
(
U
H
W

8
・
ピ
∞
(
M
S
・
M
m
H

円)一∞

R
E巾
戸
白
血
(
)
(
司
ロ
・

5
・間耐門凶・品目印

B
X

司ロ・】
N
N
印
咽
河
内
同
・
さ
汗
∞
円
}
】
g-a?
白血()(明ロ・∞)・

ω
-
g
同・

5
x

司
ロ
・
品
目
唱
品
川
目
・
〈
m-・白
E
U
Y

切
〈
巾
同
者
。
・

C
3・〈
-

N
申・吋

-
E吋
戸
の
同
W

2
・
M
H
H
(
M
M
M

ご
(
「
憲
法
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
か
隣
人
訴
訟
。
の

可
能
性
は
、
た
ん
に
基
本
法
一
四
条
[
所
有
権
保
障
]
に
よ
っ
て
だ

け
板
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
」
)
・

(
口
)
異
議
審
査
請
求
人
・
参
加
人
た
る
水
道
事
業
株
式
会
社
の
法
的
性

格
の
問
題
は
、
本
稿
で
は
論
じ
な
い
。
か
り
に
み
ぎ
株
式
会
社
が
単

純
な
私
人
で
な
い
場
合
に
は
、
基
本
権
享
有
主
体
適
格
が
問
題
に
な

り
得
る
(
〈
∞
「
∞
吋

2
2噌

g
o
qロ
∞
)

w

河内凶・

8
∞
(
〈
近
時
、
連
邦

憲
法
裁
判
所
の
決
定
は
、
公
法
上
の
社
団
、
お
よ
び
唯
一
の
構
成
員

が
公
法
上
の
社
団
で
あ
る
よ
う
な
私
法
人
に
つ
い
て
、
基
本
権
能
力
、

お
よ
び
基
本
法
一
四
条
の
保
護
を
拒
否
し
て
い
る
。
後
者
に
は
、
い

わ
ゆ
る
特
有
会
社
形
式
(
一
口
仏

q
H
N
R
Zえ
2
5
己
R
E
m
-

出
m

g

m

巾
抱
一
-
∞
与
え
三
〉
の
C
己
句
。
5σ
出
)
)
の
自
治
体
水
供
給
事

業
体
が
含
ま
れ
る
〉
)
目
本
件
会
社
に
つ
き
、
〈
私
的
水
供
給
主
体

(℃ユ

g
z
↓
品
mm門
広

2
4司
自
印
巾

2
q
g括
E
m
)
〉
を
語
る
も
の

が
あ
る
(
〈
肉
戸
間
口
E
m
-

白血()(司ロ・

ω)
・
ω・
自
由
)
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
本

判
決
に
《
基
本
権
説
》
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
の
評
価
は
慎
重
で
あ

り
た
い
。
な
お
、
参
照
、
コ
ン
ラ

1
卜
・
へ
ツ
セ
(
阿
部
照
哉
ほ
か

訳
)
『
西
ド
イ
ツ
憲
法
綱
要
』
(
一
九
八
三
年
、
日
本
評
論
社
二
四

六
頁
以
下
。

(
日
)
本
稿
は
、
お
も
に
次
の
文
献
の
問
題
意
識
に
依
拠
し
て
い
る
。

∞
2
2・
2
0
(
2・
斗
)
一
岡
山
・
者
同

E
w
-
-
O
R
Z
R
5
R
R
E
R
E

切山口「巾門川町勺唱し『ロ
ω
H
U
m
w
品温

ω

・
印
吋
吋
同
町
a

一』・

V
向白
H

，
R
口明暗

3
0
0
吋
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料

4
巾
『
者
同
ロ
ロ
ロ

mmRn}丘
一
門
町
巾

Z
同
門
『

σ白
『
印
円
}
百
円
N

|

巾
日
ロ
巾
己
ロ
巾
ロ
門
巴
-

ny巾
の
巾
印
円

z
n
Z九
J

Z
』
者
呂
田
・

ω・
白
色
均
一
一
同

ωnzsEHE

〉
民
自
由
ロ
P
3
U
{巾
戸
内
川
町
門
町
〈
O
ロ
仏
巾
ロ
閉
山
巾
門
町
門
出
向
。
コ
ロ
巾
ロ
円
四
日

〈
句
者
白

-EH漏
出

}Mmga巳
口
出
J

ロ
〈
切
戸
邑
∞
少

ω・
印

ω
ω
R
-
一
〈
問
]
・

2
与

語

富

山

門

R
F
3
4司
自
己

-
5
m
g
E
閉山

2
Z
号円

。
丸
山
}
凶
『
巾
口
出

σ宅
内
町
吋

j
u
α
〈

邑

∞
N

・
ω・
∞
由
民
・
(
甲
町
内
・
)
・

資

一
つ
の
権
利
論

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
(
西
)
ド
イ
ツ
行
政
法
の
隣
人
訴
訟
に
お
い
て
、

《
保
護
規
範
説
》
、
《
基
本
権
説
》
、
そ
し
て
《
配
慮
原
則
説
》
の
三
つ

の
権
利
論
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
議
論
の
現
状
を
知
る
た

め
、
こ
れ
ら
三
つ
の
権
利
論
の
内
容
を
、
判
例
学
説
に
即
し
て
紹
介
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
《
保
護
規
範
説
》
と
《
配
慮
原
則
説
》
の
融
合
を
図
る
か

に
み
え
る
一
九
八
七
年
七
月
一
五
日
判
決
の
意
義
・
問
題
点
を
い
っ
そ
う

明
ら
か
に
し
た
い
。

一
つ
の
権
利
論
の
内
容

川
《
保
護
規
範
説
》

こ
こ
で
は
、
二
つ
の
《
保
護
規
範
説
》
を
紹
介
す
る
。

①
一
般
に
伝
統
的
な
《
保
護
規
範
説
》
を
確
立
し
た
と
い
わ
れ
る
ビ
ュ
ー

ラ
l
(
0・
∞
岳
町
円
)
に
よ
れ
ば
、
公
権
の
承
認
は
、
個
人
的
利
益
を
保
護

す
る
た
め
の
客
観
法
の
存
在
を
条
件
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
個
人
の
利

益
保
護
を
目
的
に
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
・
特
定
の
組
織
法
規
定

が
あ
る
反
面
、
基
本
権
規
定
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
個
人
の
利
益
を
保
護

す
る
も
の
が
あ
る
。
問
題
は
、
明
ら
か
で
な
い
規
定
で
あ
る
。
一
九
一
四

年
、
ビ
ュ

1
ラ
l
は
大
略
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

北法41(5-6・600)2646

「
当
然
、
ま
ず
、
立
法
資
料
に
遡
る
。
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
、
こ
れ

ら
か
ら
何
か
を
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
疑
わ
し
い
場

合
に
は
、
事
実
上
(
内
包
内
江
田
口
町
)
、
個
人
利
益
に
役
立
つ
法
規
は
、
少
な

く
と
も
そ
れ
が
直
ち
に
予
見
で
き
る
と
き
に
は
、
そ
れ
に
役
立
つ
と
い

う
目
的
を
も
持
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
当
該
法
規
は
、
そ
れ
ゆ
え

:
・
:
こ
の
法
規
の
受
取
人
の
た
め
に
公
権
を
生
み
出
す
こ
と
に
適
切
で

あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
公
衆
の
利
益
と
個
人
利
益
の
両
方
に
役
立
つ
規

定
に
対
し
て
も
当
て
は
ま
る
。
L

(

傍
点
、
省
略
引
用
者
)

立
法
資
料
に
示
さ
れ
た
、
〈
歴
史
的
な
立
法
者
意
思
の
尊
重
〉
と
、
事
実

上

(
p
w
t
R
Y
)
、
個
人
利
益
に
役
立
つ
法
規
は
、
権
利
を
基
礎
づ
け
る
と

い
う
〈
推
定
〉
を
語
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。



②
つ
ぎ
に
二
九
八
五
年
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
教
授
シ
ュ
ミ
ッ
ト
H

ア
ス
マ
ン

(
ω
n
v
E
Eゲ
〉
即
日
山
口
口
)
に
よ
る
《
保
護
規
範
説
》
理
解
を
み

る
こ
と
に
し
よ
〉
フ
。

ドイツ公法上の隣人訴訟に関する一考察

シ
ュ
ミ
ッ
ト
H
ア
ス
マ
ン
に
よ
る
と
、
「
権
利
の
規
範
的
な
基
盤
は
、

ま
ず
個
別
法
に
求
め
ら
れ
る
」
。
明
文
の
な
い
と
き
、
そ
の
時
々
の
規
範

が
、
「
個
人
利
益
に
役
立
つ
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
L

か
、
が
審
査
さ

れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
規
範
の
保
護
巨
的
が
立
法
者
の
参
照

可
能
な
意
思
か
ら
だ
け
引
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で

あ
る
。
規
範
の
保
護
目
的
は
規
範
自
体
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
周
辺
の

規
範
複
合
体
と
制
度
的
枠
条
件
か
ら
こ
そ
引
き
出
さ
れ
る
、
と
い
う
。

そ
し
て
、
保
護
目
的
の
探
求
に
際
し
て
、
基
本
権
は
、
寸
そ
の
規
範
内
在

的
効
力
に
よ
り
、
価
値
明
確
化
、
体
系
化
の
役
割
を
演
じ
る
」
。
こ
う
し

た
解
釈
作
業
は
、
「
事
実
上
の
打
撃
の
確
認
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
る
こ
と

カ
な
し

L

シ
ュ
ミ
ッ
ト
H
ア
ス
マ
ン
の
《
保
護
規
範
説
》
理
解
に
お
い
て
、
〈
歴
史

的
立
法
者
意
思
〉
は
後
退
、
な
い
し
放
棄
さ
れ
、
〈
規
範
複
合
体
と
制
度
的

枠
条
件
〉
が
登
場
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
本
権
に
つ
い
て
、
〈
規
範
内
在
的

効
力
〉
が
語
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

間
《
基
本
権
説
》

こ
こ
で
は
、
ビ
ュ
!
ラ
!
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
H

ア
ス
マ
ン
の
基
本
権
理
解

を
確
認
し
、
つ
ぎ
に
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
例
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

①
ビ
ュ

1
ラ
l
に
お
い
て
、
基
本
権
は
、
個
人
的
利
益
保
護
性
(
公
権

三
要
件
の
第
一
要
件
)
の
明
ら
か
な
規
定
で
あ
る
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て

基
本
権
は
公
権
で
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
て
い
た
、
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

第
二
次
大
戦
後
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
教
授
レ
ル
ヒ
エ
(
句
F
q
n
y
巾
)
は
、

寸
(
主
観
的
)
基
本
権
は
保
護
規
範
で
あ
る
(
の

E
E司
R
宮
市
∞
与
え

E
2
5・

巾ロ

m
g
g
こ
と
に
疑
い
は
な
い
」
、
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
立
場
か
ら
は
、
基
本
権
に
も
と
づ
く
、
た
と
え
ば
建
築
隣
人

訴
訟
が
登
場
す
る
の
も
当
然
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

②
シ
ュ
ミ
ッ
ト
日
ア
ス
マ
ン
は
、
「
基
本
権
直
接
的
な

(
m
E
E吋
2
Z
EロB

E
江
巳

E
吋
巾
ロ
)
」
権
利
を
、
寸
憲
法
上
確
定
し
た
[
基
本
権
]
保
障
領
域
が

打
撃
さ
れ
る
と
こ
ろ
L

で
認
め
て
い
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
、
〈
基
本
権

は
保
護
規
範
だ
〉
、
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
な
い
。
全
体
と
し
て
、
基
本

権
に
対
し
抑
制
的
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

③
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
は
、
一
九
六
九
年
六
日
一
三
日
判
決
に
お

い
て
、
隣
人
保
護
規
範
の
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
建
築
許
可
、
も
し
く

は
そ
の
実
施
に
よ
っ
て
、
〈
重
大
か
つ
受
忍
で
き
な
い
な
n
y
者
負
ロ
ロ
己

5
2可
g
z
n
E
)
〉
打
撃
を
破
る
第
三
者
隣
人
に
、
直
接
、
基
本
権
に
も
と

北法41(5-6・601)2647 



料

づ
く
訴
訟
を
承
認
し
た
。
も
っ
と
も
、
判
決
は
、
所
有
権
段
損
を
否
定
し
、

上
告
を
棄
却
し
て
い
る
。

資

本
件
の
事
案
は
、
一
九
六

O
年
連
邦
建
設
法
三
四
条
適
用
地
域
に
お

け
る
免
除

3
2宮
口
問
)
の
取
り
消
し
を
求
め
て
隣
人
が
争
っ
た
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
判
決
は
、
み
ぎ
法
三
四
条
の
隣
人
保
護
規
範
性
を
否

定
し
て
か
ら
、
基
本
権
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
基
本
法
一
四
条
一
項
が
|
|
|
ほ
と
ん
ど
の
基
本
権
規
定
と
同
じ

く
|
|
|
国
民
の
保
護
を
目
的
に
持
つ
こ
と
は
詳
し
い
説
明
を
要
し
な

い
。
」
「
連
邦
建
設
法
三
四
条
に
も
と
づ
く
違
法
な
許
可
L

「
は
、
な
る

ほ
ど
、
通
常
、
基
本
法
一
四
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
隣
人
の
所
有
権

を
段
損
(
〈
巾
ユ
巾
ぽ
門
)
し
な
い
。
け
れ
ど
も
、
許
可
も
し
く
は
許
可
の
利

用
が
既
存
の
土
地
状
況
を
持
続
的
に
変
更
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
隣

人
を
重
大
か
つ
受
忍
で
き
な
い
よ
う
に
打
撃
す
る
場
合
に
は
段
損
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
実
践
的
に
は
、
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、

建
築
主
に
も
認
識
で
き
る
ほ
ど
著
し
い
許
可
行
政
庁
の
過
誤
は
、
原
告

が
、
こ
の
過
誤
に
よ
っ
て
、
重
大
か
つ
受
忍
で
き
な
い
ほ
ど
打
撃
さ
れ

る
場
合
に
は
、
小
さ
な
見
通
し
得
る
範
囲
の
原
告
に
よ
っ
て
攻
撃
で
き

る
も
の
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
(
傍
点
引
用
者
)

《
画
定
可
能
説
》
(
寸
小
さ
な
見
通
し
得
る
範
囲
の
原
告
」
)
が
採
用
さ
れ

て
い
る
ほ
か
、
ビ
ュ

l
ラ
l
流
の
〈
基
本
権
は
保
護
規
範
で
あ
る
〉
と
の

認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
か
。

④
な
お
、
「
基
本
法
一
四
条
一
項
に
直
接
も
と
づ
く
隣
人
保
護
の
余
地
は
、

実
務
上
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
L

と
す
る
見
解
が
あ
る
。
み
ぎ
判
決
の
結
論
が

原
告
敗
訴
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
後
も
、
基
本
権
毅
損
を
認
め
て
、
隣
人
を

勝
訴
さ
せ
た
連
邦
行
政
裁
判
所
の
建
築
法
関
連
判
決
は
な
い
こ
と
な
ど
か

ら
、
こ
の
見
解
に
も
相
当
の
根
拠
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

間
《
配
慮
原
則
説
》

①
一
九
七
五
年
、
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
裁
判
官
ヴ
ア
イ
ロ
イ
タ
ー

(
目
当
弓
話
三
宮
「
)
が
、
画
期
的
な
論
文
を
公
表
し
た
。
ヴ
ア
イ
ロ
イ
タ
ー

の
出
発
点
は
、
〈
関
係
者
隣
人
の
範
囲
の
《
画
定
可
能
説
》
〉
に
関
す
る
次

の
疑
問
で
あ
る
。

「
か
そ
の
時
々
の
規
範
に
よ
っ
て
。
一
示
さ
れ
る
受
益
者
の
範
囲
と
い
う

要
件
の
充
足
に
、
他
の
規
範
は
、
そ
れ
が
特
定
の
所
有
権
者
を
特
別
な

保
護
の
下
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
貢
献
で
き
な
い
か
。
人
は
こ
れ
に

対
し
て
、
た
だ
ち
に
、
で
き
る
わ
け
が
な
い
、
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
打

撃
を
被
る
土
地
、
も
し
く
は
既
存
の
施
設
が
、
特
別
な
地
位
を
取
り
出

北法41(5-6・602)2648



す
よ
う
な
規
定
を
引
き
合
い
に
出
す
余
地
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ

で
は
、
た
だ
、
打
撃
を
与
え
る
建
築
案
の
評
価
、
ま
た
そ
の
案
に
適
用

さ
れ
る
規
範
が
問
題
で
あ
っ
て
、
打
撃
を
被
る
土
地
や
、
そ
の
状
況
が

ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
か
、
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
、

こ
れ
は
本
当
に
正
し
い
の
か
O

L

(

傍
点
引
用
者
)

ヴ
ァ
イ
ロ
イ
タ
ー
論
文
の
目
的
は
、
次
の
点
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
建
築

ドイツ公法上の隣人訴訟に関する一考察

法
規
範
に
隣
人
保
護
的
性
格
を
肯
定
す
る
条
件
た
る
〈
権
利
者
の
範
囲
の

画
定
〉
は
、
係
争
建
築
許
可
の
根
拠
規
定
以
外
の
規
定
に
よ
っ
て
も
獲
得

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
一
示
す
こ
と
、
で
あ
る
。
ヴ
ア
イ
ロ
イ
タ
ー
に

よ
れ
ば
、
根
拠
規
定
に
視
野
を
密
着
さ
せ
る
考
察
は
、
法
的
に
特
別
に
保

護
さ
れ
た
原
告
の
地
位
を
評
価
判
断
の
中
に
持
ち
込
む
機
会
を
、
原
告
か

ら
奪
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
機
会
を
原
告
に
与
え
る
の
が
《
配
慮
原
則
》

で
あ
る
。
み
ぎ
に
み
た
機
能
を
有
す
る
と
さ
れ
る
客
観
的
《
配
慮
原
則
》
は
、
あ

る
場
合
に
、
隣
人
原
告
に
権
利
を
与
え
る
。
《
配
慮
原
則
》
の
主
観
化
要

件
が
問
題
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
客
観
法
上
の
一
般
的
《
配
慮
原
則
》
は
、
第
三
者
保
護
機
能
を
持

た
な
い
。
し
か
し
、
特
定
の
第
三
者
の
要
保
護
性
を
特
権
化
す
る
規
律

の
も
と
、
資
格
づ
け
ら
れ
る
と
同
時
に
、
個
別
化
さ
れ
た
配
慮
が
要
求

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
変
わ
り
う
る
o
l
-
-
'
注
意
せ
よ
。
変
わ

る
必
要
は
な
い
が
、
変
わ
り
う
る
。
|
|
|
」

「
一
般
的
配
慮
義
務
が
、
こ
の
義
務
を
資
格
づ
け
る
と
と
も
に
個
別

化
す
る
よ
う
な
・
法
的
に
特
別
に
保
護
さ
れ
た
地
位
|
|
|
た
と
え
ば
、

連
邦
建
設
法
三
五
条
一
項
の
か
優
先
性
。
(
守
一

izm-g)、
あ
る
い
は
、

特
権
的
に
計
画
さ
れ
た
地
域
(
℃
ユ

i
g
m
-
2
2仏
宮
℃

-
2
8
の
与

E
g

i
l
l
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
配
慮
義
務
は
、
。
特
別
な
要
保
護

性
に
も
と
づ
く
。
隣
人
保
護
に
な
り
う
る
。
実
際
に
そ
う
な
る
か
は
、

一
般
的
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
(
傍
点
引
用
者
)

②
一
九
七
七
年
二
月
二
五
日
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
判
決
(
∞
ぐ

Rー

者
。
何
回
-
H
N
N
)

が
、
ヴ
ア
イ
ロ
イ
タ
ー
論
文
を
引
用
し
つ
つ
、
《
配
慮

原
則
説
》
を
実
践
し
た
。
し
か
も
、
ヴ
ァ
イ
ロ
イ
タ
ー
の
目
的
を
越
え
て

そ
う
し
た
の
で
あ
る
。

原
告
ら
は
住
宅
所
有
者
で
、
道
路
の
向
い
側
の
農
家
に
交
付
さ
れ
た

豚
小
屋
建
築
許
可
の
取
り
消
し
を
求
め
た
。
豚
小
屋
か
ら
の
悪
臭
が
問

題
と
な
っ
た
。
周
辺
は
農
業
用
地
(
開
発
制
限
地
区
)
で
あ
り
、
豚
小

屋
は
優
先
的
事
業
で
あ
る
か
ら
、
根
拠
条
文
は
連
邦
建
設
法
三
五
条
一
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料

項
で
あ
る
。
《
配
慮
原
則
》
に
関
し
て
、
大
要
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
本
件
で
は
、
連
邦
建
設
法
三
五
条
一
項
に
直
接
も
と
づ
く
隣
人
保

護
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
建
築
主
が
原
告
ら
の
利
益
に
対
し
て
、

要
請
さ
れ
る
配
慮
を
払
っ
て
い
な
い
た
め
、
係
争
建
築
許
可
が
客
観
的

に
違
法
で
あ
る
な
ら

(
a
)
、
こ
の
配
慮
義
務
違
反
の
た
め
事
情
に
よ
っ

て
は
、
原
告
ら
の
権
利
が
銭
損
さ
れ
る

(
b
)
。」

「
(a)
開
発
制
限
地
区
に
お
け
る
建
築
案
は
、
他
人
の
利
益
へ
の
配

慮
が
不
十
分
な
時
、
不
許
可
に
な
り
う
る
。
判
例
で
あ
る
。
」

「
《
配
慮
原
則
》
が
、
(
客
観
法
上
)
い
か
な
る
要
求
を
課
す
か
、
は

そ
の
時
々
の
状
況
に
よ
る
。
」

「
悪
臭
イ
ン
ミ
ツ
シ
オ
ン
の
受
忍
限
度
の
決
定
は
、
状
況
に
左
右
さ

れ
る
。
」
「
(
b
)
以
上
の
基
準
に
基
づ
き
、
《
配
慮
原
則
》
が
客
観
法
上
侵
犯

さ
れ
て
い
る
な
ら
、
本
件
許
可
は
、
原
告
ら
の
権
利
を
同
時
に
段
損
し

て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
」

「
一
般
的
に
、
《
配
慮
原
則
》
に
第
三
者
保
護
効
を
承
認
す
る
こ
と

は
禁
じ
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
建
築
法
規
定
に
第
三
者
保
護
効
が
属
し

う
る
の
は
、
当
該
規
定
が
、
ニ
疋
の
・
限
界
づ
け
う
る
、
す
な
わ
ち
個

別
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
広
す
ぎ
な
い
・
権
利
者
の
範
囲
を
示
す
こ
と

(
剖
)

が
で
き
る
場
合
だ
げ
だ
か
ら
で
あ
る
。
」

資

《
配
慮
原
則
》
に
一
般
的
に
は
権
利
は
対
応
し
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
《
配
慮
原
則
》
を
資
格
づ
け
る
と
同
時

に
、
原
告
を
個
別
化
す
る
特
別
な
事
情
が
出
現
し
た
場
合
に
、
第
三
者

保
護
効
が
承
認
さ
れ
る
べ
き
こ
と
ま
で
排
除
し
な
い
。
本
件
の
事
情
こ

「
し
た
が
っ
て
、

北法41(5-6・604)2650
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打一撃ー
を 5月

破
る
者
の
範
囲
が
明
白
で
あ
る
の
に

《
配
慮
原
則
》
に
よ
り
利
益
を

受
け
る
者
[
本
件
原
告
]
の
法
的
地
位
が
保
護
に
値
す
る
も
の
で
な
い

場
合
に
は
、
第
三
者
保
護
効
は
承
認
さ
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
言
い
方
を
変
え
る
と
、
打
撃
を
破
る
者
[
本
件
原
告
]
の
法
的
地

位
は
傑
出
し
て
お
ら
ず
、
他
の
周
辺
か
ら
区
別
も
さ
れ
な
い
し
、
た
だ

建
設
法
三
五
条
二
項
に
も
と
づ
く
だ
け
で
あ
る
が
、
状
況
か
ら
、
実
際

に
は
、
た
だ
一
人
打
撃
を
被
る
者
と
し
て
、
い
わ
ば
建
築
主
の
ド
ア
の

前
に
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
建
築
主
は
誰
を
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
に
つ
い
て
、
深
刻
な
疑
い
の
あ
り
得
な
い
場
合
に
も
、
受
益
者

範
囲
の
限
定
可
能
性
の
不
十
分
さ
を
理
由
に
、
《
配
慮
原
則
》
に
第
三

者
保
護
効
を
承
認
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
か
、
が
問
わ
れ
て
い
る
。

当
法
廷
は
、
こ
の
問
い
を
隣
人
保
護
に
有
利
に
解
答
す
べ
き
だ
、
と
考

え
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
に
、

《
配
慮
原
則
》
を
資
格
づ
け
る
と
同



時
に
、
個
別
化
さ
れ
る
よ
う
な
あ
り
方
で
、
特
別
な
法
的
地
位
へ
の
配

慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
ぎ
り
、
《
配
慮
原
則
》
に
第
三
者
保
護
効
の
属

す
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
う
い
う
事
例
は
、
打
撃
を
被
る
者
の
特
別
な

法
的
保
護
に
値
す
る
こ
と
と
は
無
関
係
に
、
打
撃
を
被
る
こ
と
が
明
ら

か
で
、
そ
の
こ
と
が
、
必
要
な
資
格
づ
け
と
侶
別
化
、
[
権
利
者
範
囲
の
]

画
定
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
場
合
に
も
、
あ
り
ラ
る
こ
と
が
分
か
る
。
」

(
傍
点
引
用
者
)

ドイツ公法上の隣人訴訟に関する一考察

本
判
決
の
意
義
は
、
ま
ず
第
一
に
、
ヴ
ア
イ
ロ
イ
タ
ー
に
し
た
が
っ
て
、

《
配
慮
原
則
》
に
よ
っ
て
資
格
づ
け
ら
れ
る
と
同
時
に
個
別
化
さ
れ
る
よ

う
な
あ
り
方
で
、
特
別
な
法
的
地
位
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
ぎ
り
、

《
配
慮
原
則
》
の
第
三
者
保
護
的
性
格
を
認
め
た
点
に
あ
る
。
さ
ら
に
、

ヴ
ァ
イ
ロ
イ
タ
ー
を
越
え
て
、
同
様
の
事
態
が
、
次
の
場
合
に
も
あ
り
う

る
こ
と
を
認
め
た
点
に
第
二
の
意
義
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
打
撃
を
被
る
者

の
特
別
な
法
的
地
位
と
は
無
関
係
に
、
状
況
に
も
と
づ
き
打
撃
を
被
る
こ

と
が
明
白
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
必
要
な
資
格
づ
げ
、
個
別
化
、
そ
し
て
権

利
者
範
囲
の
画
定
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

《
配
慮
原
則
説
》
は
、
そ
の
後
、
連
邦
建
設
法
三
四
条
、
三

O
条
な
ど

の
事
4

案
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
一
で
紹
介
し
た
一
九
八
七
年
七
月
一
五

日
判
決
に
よ
っ
て
、
水
管
理
法
上
の
隣
人
訴
訟
に
も
適
用
さ
れ
た
。

2 

ま
と
め

《
保
護
規
範
説
》
、
《
基
本
権
説
》
、
そ
し
て
《
配
慮
原
則
説
》
と
い

う
三
つ
の
権
利
論
を
概
観
し
た
。
こ
れ
に
、
一
九
八
七
年
七
月
一
五
日
判

決
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
、
〈
権
利
者
範
囲
の
《
画

定
可
能
説
》
〉
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
保
護
さ
れ
る
べ
き

人
の
範
囲
が
画
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
論
が
い
わ
ば
活

性
化
す
る
。
三
つ
の
権
利
論
の
共
通
点
は
こ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
。
一
見
し

た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
権
利
論
は
、
相
互
に
無
関
係
で
あ
る
よ
う
に
み
え

る。
一
で
紹
介
し
た
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
八
七
年
七
月
一
五
日
判

決
に
は
、
《
保
護
規
範
説
》
と
《
配
慮
原
則
説
》
が
登
場
し
て
い
た
。
し

か
も
相
互
に
融
合
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
権
利
論
を

概
観
し
た
今
、
融
合
の
可
能
性
を
論
理
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。

《
基
本
権
説
》
が
判
例
上
に
登
場
し
た
前
後
、
エ
ア
ラ
ン

グ
ン

H
ニュ

l
ル
ン
ベ
ル
ク
大
学
教
授
へ
ン
ケ
(
当
・
出

g
w巾
)
の
『
公

権
論
ι

(

一
九
六
八
年
)
と
、
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
助
手
だ
っ
た
バ
ル
ト
ゥ

ル
ス
ペ
ル
ガ

l
(岡山・回国円己印℃

q
m巾
吋
)
の
「
建
築
隣
人
法
の
デ
イ
レ
ン
マ
L

ご
九
六
九
年
)
な
ど
の
関
連
論
文
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
と
、

(
目
)

《
基
本
権
説
》
、
《
配
慮
原
則
説
》
と
の
関
係
は
目
下
、
不
明
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

北法41(5-6・605)2651



料

ま
た
、
学
説
の
一
部
に
は
、
い
わ
ゆ
る
侵
害
的
行
政
行
為
の
名
宛
人
に
つ

い
て
も
、
保
護
規
範
に
の
み
権
利
の
根
拠
を
求
め
、
基
本
権
の
参
照
を
不

(
判
)

要
と
理
解
す
る
か
に
み
え
る
も
の
が
あ
る
。
関
連
す
る
学
説
全
体
の
考
察

は
も
と
よ
り
不
十
分
で
あ
り
、
学
説
と
判
例
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
も
、

な
お
不
明
確
な
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
隣
人
訴
訟
の
判
例
に
お
い
て
、
関
係
者
の
権
利

利
益
状
況
の
全
体
を
考
察
の
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
関
連
規
定
全
体
を

総
合
的
に
検
討
す
る
と
い
う
立
場
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
ま
ず
、
第
三
者
原
告
の
法
的
地
位
を
考
え
る
に
際
し
て
、
《
保

護
規
範
説
》
や
《
配
慮
原
則
説
》
が
活
躍
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
《
基
本

権
説
》
が
登
場
す
る
こ
と
も
あ
る
(
少
な
く
と
も
か
つ
で
あ
っ
た
)
。
ま

た
、
《
配
慮
原
則
説
》
を
定
礎
し
た
ヴ
ァ
イ
ロ
イ
タ
ー
に
お
い
て
、
係
争

建
築
許
可
の
根
拠
規
定
以
外
の
規
定
も
問
題
解
決
に
取
り
込
ま
れ
る
べ
き

も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
依
っ
て
立
つ
権
利
論
は
必
ず
し
も
は
っ
き

り
し
な
い
け
れ
ど
も
、
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
八
七
年
七
月
一
五

日
判
決
に
お
い
て
も
、
水
管
理
法
上
の
複
数
の
、
し
か
も
従
来
第
三
者
保

護
と
無
関
係
と
理
解
さ
れ
て
き
た
規
定
が
考
察
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

一
九
八
五
年
に
《
保
護
規
範
説
》
の
状
況
を
整
理
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
H
ア

ス
マ
ン
に
お
い
て
、
〈
規
範
複
合
体
と
制
度
的
枠
条
件
〉
が
登
場
し
て
い

る。

資

こ
の
よ
う
に
、
関
係
者
の
権
利
利
益
と
関
連
規
定
と
の
両
面
に
お
い
て
、

〈
全
体
的
、
総
合
的
、
多
面
的
考
察
〉
が
正
面
に
出
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
れ
は
現
象
の
理
解
・
説
明
で
あ
っ
て
、
な
お
理
論
的
に
整
理
さ
れ

て
い
な
い
。
理
論
的
に
考
え
る
手
が
か
り
は
な
い
の
か
。

北法41(5-6・606)2652

(
1
)
以
下
の
叙
述
は
、
二
一
つ
の
権
利
論
の
内
容
検
討
と
相
互
の
比
較
を

し
て
い
る
、
出
・
凶
白
ロ
巾
p
w
w
〉
}
序
回
ロ
ロ
己

Z
2
2
N
Z吋
ω
n
y
E
C
ロO
コ吋マ

p
gユ巾
J

〉
α
H
N
E
∞∞

-ω
田町∞

M
R
に
と
り
わ
け
依
拠
し
て
い

る
。
本
論
文
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
参
照
、
白
藤
博
行
「

H
・パ

ウ
ア
l
『
新
旧
保
護
規
範
論
』
」
札
幌
学
院
法
学
六
巻
一
号
ご
九

九
O
年
二
四
七
頁
以
下
(
パ
ウ
ア
l
論
文
の
翻
訳
と
解
説
が
あ
る
)
。

な
お
、
筆
者
自
身
に
よ
る
判
例
に
即
し
た
三
つ
の
権
利
論
の
紹
介
検

討
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
大
西
有
一
一
「
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
(
三
)

(
四
・
未
完
)
l
|
|
西
ド
イ
ツ
の
行
政
判
例
に
お
け
る
『
権
利
』

『
権
利
段
損
』
お
よ
び
『
違
法
事
由
』
|
|
|
」
北
大
法
学
論
集
四

一
巻
三
号
一
一
三
八
頁
以
下
、
同
巻
四
号
一
五
二
二
頁
以
下
こ
九

九
一
年
)
。

(
2
)
〈
包
四
位
F
Z
F
Uぽ
印
三
)
]
巾
}
内
巴
〈
の
ロ

α口町ロ
E
n
F
mロ
HN
巾円

yz

ロ
コ
己
庄
司

ω円F
E
N
-ロ
己
巾
司
己
巾
三
回
門
町
内
ロ
〈
巾
門
委
国
]
門
戸
H

口問印『巾円
Z'

印
七
円

mwny己ロ
mw]{由
Hhrω
・
品
印
・

(3)
第
二
次
大
戦
後
、
西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
部
は
、
「
疑

わ
し
い
事
例
に
際
し
て
、
国
民
に
権
利
を
与
え
る
よ
う
な
法
律
解
釈
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岡
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ドイツ公法上の隣人訴訟に関する一考察

九
八
七
年
)
一
二
九
頁
以
下
、
二
二
五
頁
注

(
2
)
、
宇
賀
克
也
『
国

家
責
任
法
の
分
析
L

(

一
九
八
八
年
)
二
八
六
頁
以
下
、
成
田
頼
明

「
予
防
接
種
健
康
被
害
救
済
制
度
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
」
『
公
法
の

基
本
問
題
・
田
上
穣
治
先
生
喜
寿
記
念
』
(
一
九
八
四
年
)
四
四
九

頁
以
下
、
四
六
三
頁
、
西
埜
章
『
損
失
補
償
の
要
否
と
内
容
』
(
一

九
九
一
年
)
一
六
頁
以
下
。

(
凶
一
一
〈
包
・
老
町
三

E
s
q
-
b
s
z
g
z
s
m
m吋
RZznym
の
与
え

《凶巾円閉山口

n
g
w
y吉
田
町
宮
内
ロ
ロ
仏
目
白
宮
内
∞
巾
骨
三
ロ
ロ

m
B叶
仏

g

x白
nyσ
白H
1
団

nyc門
N
J

∞出口一月]{申吋印・

ω
H
]町内・

(
口
)
当

4
5
5
Z
F
S
E
E
-
5・
ω
こ・

(
凶
)
者
弓

Z
E
Z
F
E
C
(
2・同町
)wω
・∞・

(
目
、
)
者

azzp巾
F
2
2
3
5・
ω・
∞
同

(
却
)
一
九
六

O
年
連
邦
建
設
法
三
五
条
の
内
容
は
以
下
に
示
す
通
り
で

あ
る
が
、
本
条
適
用
地
区
は
、
開
発
制
限
地
区
と
呼
ば
れ
、
原
則
と

し
て
、
建
築
禁
止
地
区
で
あ
る
(
第
二
項
参
照
)
。
し
か
し
、
農
業

用
建
築
物
な
ど
は
、
原
則
と
し
て
、
こ
こ
で
の
建
築
を
許
さ
れ
て
お

り
、
優
先
的
事
業
と
呼
ば
れ
る
(
第
一
項
参
照
)
。

第
一
項
「
開
発
制
限
地
区
に
お
い
て
は
、
建
築
案
は
、
次
の
各

号
の
一
つ
に
該
当
し
、
か
つ
公
益
に
対
立
せ
ず
、
十
分
な
地
区
基

盤
整
備
が
保
障
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
許
容
さ
れ
る
。

一
農
業
経
営
の
た
め
の
建
築

・
(
略
)

環
境
に
対
す
る
特
別
の
要
請
、
周
辺
へ
の
有
害
な
影
響
も

五

し
く
は
特
別
な
目
的
の
ゆ
え
に
、
開
発
制
限
地
区
に
お
い
て
の
み

実
施
し
得
る
建
築
」

第
二
項
「
そ
の
他
の
建
築
案
は
、
そ
の
実
施
も
し
く
は
利
用
が

公
益
を
侵
害
し
な
い
場
合
に
、
個
々
の
場
合
ご
と
に
許
容
さ
れ
る
。
L

(
幻
)
当
弓

5
丘町内円温

S
E
E
-
5
)
w
ω

口

(
辺
)
本
判
決
の
内
容
、
お
よ
び
、
ヴ
ア
イ
ロ
イ
タ
ー
論
文
と
の
関
係
な

ど
詳
し
く
は
、
大
西
有
一
一
寸
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟

2
O
l
l
l

西
ド
イ
ツ
の
行
政
判
例
に
お
け
る
『
権
利
』
『
権
利
毅
損
』
お
よ
び

2
逗
法
事
由
』
|
|
|
」
北
大
法
学
論
集
(
掲
載
巻
号
数
未
定
)
で
、

紹
介
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

(
幻
)
∞
〈
而
吋
者
。
何
日
N
W
H
N
N
(
H
N
印)・

(
M
)
∞
〈
巾
司
君
。
何
日
N
W

ロN
(
巴印)・

(
お
)
切
〈
而
同
・
さ
の
開
印
N

・
5
N
(
H
N
A
山)・

(
却
)
回
〈
巾
門
君
。
何
日
一
Y
H
N
N
(
H
N
叶)・

(
訂
)
切
〈
巾
吋
君
。
何
日
N
-

巳
N
(
巳∞)・

(
叩
品
)
∞
〈
巾
コ
司
の
閉
山
印
N
-
H
N
N
(
H
N
由)・

(
却
)
∞
〈
白
コ
司
の
何
回
M
W
H
N
N
(
同日由)・

(
却
)
回
〈
角
川
門
司
の
何
日
一
Y
H
N
M
(
E
C

ご・

(
幻
)
ヴ
ア
イ
ロ
イ
タ
ー
に
あ
っ
て
な
お
、
法
規
定
と
の
筒
ひ
付
き
が
残
つ

て
い
た
。
ヴ
ア
イ
ロ
イ
タ
ー
は
、
建
築
許
可
根
拠
規
定
以
外
の
規
定

に
眼
を
向
け
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
(
〈
他
の
規
範
は
、
特
定
の
所

有
権
者
を
特
別
な
保
護
の
下
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
貢
献
で
き
な

い
か
〉
)
。
し
か
し
、
一
九
七
七
年
判
決
の
第
二
の
意
義
に
か
か
わ
る

北法41(5~6 ・ 609)2655



料

判
示
内
容
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
法
規
定
と
の
結
び
付
き
を
度
外

視
し
て
い
る
。

(
犯
)
切
〈
巾
吋
君
。
-
C
ユ
・

4
・
5
・ω・

5
∞
Y

U
〈
E

E
∞H
-

∞
-
S∞
R

(
連
邦
建
設
法
三
四
条
)
己
「
汁
〈
a

印・∞
-
E毘
喝
の
開

2
・
ω
ピ
(
連

邦
建
設
法
三

O
条)。

(
犯
)
《
配
慮
原
則
説
》
は
、
い
わ
ゆ
る
《
相
隣
共
同
体

(
Z白
♀

σR-

何
冊
目
色
口
氏
}gp)
》
の
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
活
躍
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
建
築
法
で
こ
れ
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
の
は
周
知
の
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
水
法
に
お
い
て
も
、
《
自
然
の
共
同
体

(
E
Eユ一
n
z

の巾
B
2
5
n
F白
骨
)
》
が
登
場
し
た
こ
と
が
あ
る
(
〈
包
・
∞
〈

qさ
P

C
ユ
〈
・
己
・
己
冨
苫
唱
の
開
ω
少

N

お
(
N
巴
)
)
(
「
す
べ
て
の
水
利
用

者
と
、
そ
の
他
の
水
関
与
人
は
、
水
へ
の
結
び
付
き
に
よ
っ
て
、
自

然
の
共
同
体
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
彼
ら
は
、
水
が
で
き

る
だ
け
多
方
面
に
、
ま
た
で
き
る
だ
け
一
般
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
、

利
用
で
き
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
河
口

n
z
w
Z
E

D
巾
Y
S巾ロ)。」)。

(M)
参
照
、
石
川
敏
行
「
ド
イ
ツ
公
権
理
論
の
形
成
と
展
開
(
四
・
完
)
」

法
学
新
報
八
五
巻
一
・
二
・
三
号
ご
九
七
八
年
)
一
一
五
頁
以
下
、

一
三
三
頁
以
下
、
中
川
義
朗
「
ド
イ
ツ
公
権
理
論
に
関
す
る
若
干
の

考
察
(
五
)
l
l
C
・
F
-
ゲ
ル
パ

l
の
法
理
を
中
心
と
し
て
|
|
L

宮
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
社
会
科
学
四
九
号
(
一
九
八
一
年
三
二
ニ

頁
以
下
、
三
四
頁
以
下
、
な
ど
。

(
お
)
《
配
慮
原
則
説
》
判
例
を
引
き
つ
つ
、
判
例
と
こ
れ
ら
学
説
と
は
、

資

実
際
に
は
同
じ
こ
と
を
い
っ
て
い
る
、
と
理
解
す
る
も
の
が
あ
る
。

〈
包
・
∞
白
C
O
司、山田()(司ロ・

-)wω
・出
H
O
B
-門
司
ロ
・
回
目
吋
・

(
お
)
〈
m戸
]
ω
n
y当
白

σow--Cコ
出
回
門
田
門
巾

nFEnyσomHiロロ己
O
R
H》
白
一
円
宮

B
門

H
g
ω
E由
同

2
2
5
P
F
5
N
m巾
ぬ
巾
ロ
田
仲
恒
三

-wZ
∞印己

ICE

〉ロ】血肉巾
m
g巾
}MB-mc口問巾ロ
Y
J
Z
ぐ
当

N
S∞ω・

ω・
日
自
民
・
参
照
、

大
西
有
二
「
取
消
違
法
事
由
の
制
限
に
関
す
る
一
考
察
|
|
|
西
ド

イ
ツ
計
画
法
と
保
護
規
範
説
の
適
用
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
ー
L
北
大
法

学
論
集
四

O
巻
五
・
六
号
上
巻
(
一
九
九

O
年
)
六
一
二
頁
以
下
、

六
三
二
頁
(
「
所
有
権
に
直
接
影
響
を
受
け
る
者
に
あ
っ
て
も
、
保

護
規
範
の
存
否
が
決
定
的
に
重
要
L
(
シ
ュ
ヴ
ァ

l
べ
)
)
。
な
お
参

照
、
同
前
・
六
四

O
頁
(
〈
行
政
行
為
の
す
べ
て
の
違
法
が
名
宛
人

の
権
利
を
侵
害
す
る
。
侵
害
さ
れ
る
の
は
、
違
法
な
強
制
か
ら
の
自

由
を
求
め
る
基
本
権
、
自
由
と
財
産
へ
の
違
法
な
侵
害
の
差
止
め
を

求
め
る
基
本
権
〉
(
ベ
ツ
タ
l
マ
ン
)
)
。
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《
行
政
法
関
係
説
》

以
下
で
は
、
い
わ
ゆ
る
給
付
行
政
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
隣
人
訴
訟

な
ど
、
い
わ
ゆ
る
多
面
的
行
政
法
関
係
に
つ
い
て
も
、
近
年
、
盛
ん
に
唱

え
ら
れ
始
め
た
《
行
政
法
関
係
(
〈
句
者
包
吉
ロ
m
m
z
n
E
Z
2吾
住
吉
目
印
)
説
》

を
、
隣
人
訴
訟
に
関
連
し
た
も
の
、
具
体
的
に
は
、
財
政
裁
判
所
副
長
官



マ
ル
テ
ン
ス
(
]
・
阜
、
円
間
三
巾
ロ
印
)
と
パ
ウ
ア
l
博
士
(
戸
∞
白
己
巾
門
)
の
著

作
に
限
定
し
て
紹
介
検
討
す
る
。
二
人
の
議
論
の
中
に
、
さ
き
に
示
し
た

現
象
を
理
論
的
に
考
え
る
手
が
か
り
が
あ
る
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
少

な
く
と
も
、
理
論
的
に
考
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。

ドイツ公法上の隣人訴訟に関する一考察

出
発
点
と
課
題

《
行
政
法
関
係
説
》
の
出
発
点
は
、
伝
統
的
行
政
法
学
説
へ
の
批
判
で

あ
る
。
批
判
は
次
の
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
オ
ッ
ト

l
・マ

イ
ヤ
l
l
(
。
呂
山
吉
叶
)
に
よ
っ
て
定
礎
さ
れ
た
伝
統
的
学
説
は
、
国
民
の

行
動
に
は
二
次
的
な
役
割
し
か
与
え
ず
、
行
政
行
為
な
ど
の
行
政
活
動
に

そ
の
視
線
を
密
着
さ
せ
、
そ
れ
ゆ
え
国
民
の
地
位
・
権
利
を
不
明
確
に
し

て
い
る
。
ま
た
、
国
家
と
国
民
の
実
体
的
な
権
利
義
務
を
規
範
化
し
て
い

る
特
別
行
政
法
の
意
義
を
十
分
に
考
慮
し
て
お
ら
ず
、
行
政
活
動
の
諸
原

則
を
ま
と
め
る
一
般
行
政
法
を
も
、
実
体
行
政
法
に
属
さ
せ
て
い
る
。
さ

ら
に
ま
た
、
通
説
的
公
権
論
(
《
保
護
規
範
説
》
な
ど
)
は
、
今
や
、
も
っ

ぱ
ら
、
い
わ
ゆ
る
第
三
者
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
ら
れ
、
公
権
論
全
体

を
把
握
で
き
な
い
で
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

《
行
政
法
関
係
説
》
の
課
題
は
、
一
般
的
に
、
寸
特
別
行
政
法
の
持
つ
請

求
権
構
造
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
現
実
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
る
の
か
」

と
い
う
問
い
と
の
取
り
組
み
で
あ
り
、
断
片
的
で
、
第
三
者
の
権
利
へ
集

中
す
る
こ
れ
ま
で
の
限
定
的
な
考
察
態
度
を
放
棄
し
、
寸
公
法
上
の
権
利
の

全
体
を
把
握
す
る
こ
と
」
、
で
あ
る
。

2 

一
般
的
内
容

川
マ
ル
テ
ン
ス

マ
ル
テ
ン
ス
は
、
社
会
法
典
総
則
四

O
条
一
項
(
1

社
会
給
付
請
求
権
は
、

法
律
の
中
で
規
定
さ
れ
た
か
、
も
し
く
は
法
律
に
基
づ
い
て
規
定
さ
れ
た

要
件
が
存
在
す
る
と
き
、
直
ち
に
成
立
す
る
。
」
)
と
、
租
税
通
則
法
三
八

条
(
寸
租
税
債
務
関
係
に
由
来
す
る
請
求
権
は
、
法
律
が
そ
こ
に
給
付
義
務

を
結
び
付
け
た
構
成
要
件
事
実
が
具
体
化
し
た
と
き
、
直
ち
に
成
立
す
る
。
」
)

を
引
用
し
て
、
い
う
。
「
二
つ
の
規
定
は
、
次
の
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
請
求
権
関
係
を
特
徴
づ
け
る
権
利
と
義
務
は
、
直
接
法
律
か
ら

生
じ
る
こ
と
、
つ
ま
り
行
政
活
動
に
由
来
し
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
行
政

決
定
に
左
右
さ
れ
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
国
民
と
行
政
は
、
法
律
に
同
様

に
服
し
て
お
り
、
実
体
法
関
係
が
問
題
に
な
る
か
ぎ
り
、
他
の
領
域
(
た

と
え
ば
、
民
事
法
関
係
)
に
お
け
る
債
権
者
・
債
務
者
の
状
況
と
区
別
で

き
な
い
債
権
債
務
関
係
の
中
で
、
諸
々
の
地
位
を
占
め
て
い
る
」
。
「
社
会

法
と
租
税
法
の
法
律
状
況
に
よ
れ
ば
、
関
係
法
主
体
聞
の
実
体
法
関
係
を
、

請
求
権
と
給
付
義
務
に
よ
っ
て
特
徴
。
つ
け
ら
れ
た
法
関
係
と
し
て
評
価
す

る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
O

L

(

以
上
、
傍
点
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
)

北法41(5-6・611)2657 



料

マ
ル
テ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
「
他
の
特
別
行
政
法
分
野
に
お
け
る
法
的
関
係

を
別
様
に
判
断
す
る
説
得
的
根
拠
は
認
め
ら
れ
な
い
。
物
や
金
銭
の
給
付

が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
、
請
求
権
関
係
は
分
か
り
ゃ
す
い
。
そ
し
て
、

国
民
の
特
定
行
為
の
行
政
統
制
に
関
し
て
も
、
国
民
の
権
利
は
、
国
民
の

行
為
を
行
政
が
受
忍
す
る
よ
う
に
求
め
る
請
求
権
と
し
て
・
・
・
・
・
・
理
解
さ
れ

る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
ー
l
l
明
白
に
請
求
権
関
係
と
性
質
づ
け
ら
れ
る

|
|
|
[
社
会
法
、
組
税
法
な
ど
の
]
そ
の
他
の
法
分
野
か
ら
、
こ
れ
ら
の

[
統
制
が
問
題
と
な
る
]
領
域
を
体
系
的
に
分
離
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
ろ

う
、
と
の
考
慮
が
、
も
ち
ろ
ん
、
統
一
的
な
法
的
評
価
を
支
持
す
る
」
(
傍

点
、
省
略
引
用
者
)
。

マ
ル
テ
ン
ス
は
、
物
や
金
銭
給
付
が
問
題
と
な
る
場
合
と
、
行
政
に
よ

る
国
民
の
統
制
が
問
題
に
な
る
場
合
と
を
、
前
者
を
基
準
と
し
て
、
請
求

権
関
係
と
し
て
、
ま
た
法
関
係
と
し
て
、
統
一
的
に
考
え
よ
う
と
し
て
い

る
。
そ
う
い
う
マ
ル
テ
ン
ス
に
と
っ
て
、
「
行
政
法
関
係
は
、
特
定
の
構
成

要
件
事
実
に
法
律
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
た
権
利
と
義
務
の
一
種
の
コ
ピ
ー

と
し
て
登
場
す
る
」
。
も
っ
と
も
こ
の
コ
ピ
ー
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
0

1

な
ぜ
な
ら
、
法
主
体
の
具
体
的
な
権
利
(
閃
q
o
n
p己
mEDm)
に
と
っ
て
基

準
と
な
る
法
規
範
は
、
通
例
、
単
一
の
規
定
か
ら
な
る
の
で
は
な
く
、
多

少
と
も
大
き
い
数
の
、
成
文
・
不
文
の
法
か
ら
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
」
。

以
上
が
マ
ル
テ
ン
ス
の
《
行
政
法
関
係
説
》
の
基
本
で
あ
る
。
特
別
行

資

政
法
を
強
調
し
、
ま
た
、
行
政
と
国
民
が
法
律
に
同
様
に
服
し
て
い
る
と

考
え
、
そ
し
て
、
国
民
と
行
政
の
関
係
を
請
求
権
と
義
務
の
関
係
、
つ
ま

り
法
関
係
と
捉
え
る
、
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
マ
ル

テ
ン
ス
の
議
論
の
射
程
は
、
行
政
法
理
論
全
体
に
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
で

は
マ
ル
テ
ン
ス
は
、
行
政
活
動
、
行
政
決
定
、
と
り
わ
け
行
政
行
為
に
、

ど
の
よ
う
な
意
義
を
与
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
行
政
決

定
は
、
手
続
行
為
(
ぐ
ぬ
広
島
円

g岳
山
口

2
5
m
)
を
意
味
す
る
」
。
「
行
政

行
為
の
機
能
的
特
色
は
次
の
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
行
政
行
為
は
、
行
政

に
、
そ
れ
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
続
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
進
行
さ
せ

る
可
能
性
を
提
供
す
る
。
行
政
行
為
は
、
二
疋
期
間
内
に
、
行
政
に
よ
っ

て
示
さ
れ
た
法
状
況
を
受
容
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
権

利
救
済
手
続
を
と
る
の
か
の
決
定
を
、
国
民
に
法
的
に
強
制
す
る
」
(
以

上
、
傍
点
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
)
。
行
政
行
為
の
意
義
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
説

に
比
較
し
て
、
決
定
的
に
縮
減
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

叩
パ
ウ
ア

l

パ
ウ
ア
l
は
、
《
法
関
係
説
》
が
行
政
法
ド
グ
マ

1
テ
ィ
ク
に
対
し
て

持
つ
意
義
に
つ
い
て
極
め
て
争
い
の
あ
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
公
権
論
が
、
断
片
的
で
、
公
権
論
全
体
を
把
握
で

き
な
い
で
い
る
現
状
に
照
ら
し
て
、
新
し
い
構
想
が
必
要
な
の
だ
、
と
考

え
て
い
る
。
パ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
《
保
護
規
範
説
》
に
よ
っ
て
は
、
憲

北法41(5-6・612)2658
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法
の
意
義
と
、
そ
の
時
々
の
関
係
領
域
の
有
す
る
事
実
構
造

(
ω
R
Z可
己
W

E
B
E
の
意
義
と
が
、
説
得
的
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
。
《

法
関
係
説
》
に
は
、
大
き
く
三
つ
の
意
義
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

大
略
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

第
一
に
、
〈
全
体
的
考
察
V

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
権
利
を
具
体
的
な
法

関
係
に
引
き
込
む
こ
と
は
、
関
連
す
る
法
関
係
の
全
体
的
な
考
察

5
2白
ヨ
ゲ

σ
E
E
n
z
g
m
)
を
も
た
ら
し
、
関
係
す
る
す
べ
て
の
規
範
素
材

(
Z
2
g
g
a

自
己
2
・
E)
か
ら
権
利
を
引
き
出
す
道
を
聞
く
」
(
傍
点
原
文
イ
タ
リ
ッ

ク
)
。
パ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
態
度
は
、
《
保
護
規
範
説
》
に
あ
っ

て
、
八
規
範
複
合
体
と
制
度
的
枠
条
件
〉
か
ら
保
護
目
的
を
探
ろ
う
と
す
る

立
場
(
シ
ュ
ミ
ッ
ト
H

ア
ス
マ
ン
)
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
、

と
い
〉
つ
。

第
二
に
、
〈
基
本
権
の
考
慮
〉
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
み
ぎ
の
〈
全
体
的
考

察
〉
は
、
関
係
す
る
規
範
全
体
へ
の
視
野
の
拡
大
を
意
味
し
、
「
憲
法
、
と

り
わ
け
基
本
権
を
強
く
配
慮
す
る
可
能
性
を
開
く
。
基
本
法
の
条
文
に
よ

る
と
、
行
政
は
、
汐
直
接
通
用
す
る
法
6

た
る
基
本
権
に
拘
束
さ
れ
る
。
行

政
と
国
民
の
聞
の
法
関
係
は
、
規
範
的
に
、
行
政
法
と
憲
法
に
よ
っ
て
規

律
さ
れ
、
整
序
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
規
律
領
域
に
お
い
て
、
ま
ず
、
憲

法
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L

。
パ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た

態
度
は
、
基
本
権
に
対
し
抑
制
的
な
立
場
(
シ
ュ
ミ
ッ
ト
H
ア
ス
マ
ン
)

と
な
る
ほ
ど
対
立
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
ビ
ュ

l
ラ
ー
に
あ
っ
て
、
基

本
権
は
保
護
規
範
だ
、
と
理
解
さ
れ
て
い
た
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
H
ア
ス
マ
ン
自
身
、
基
本
権
を
も
考
慮
し
て
、
権
利
を

探
求
し
て
い
る
、
と
い
う
。

第
三
に
、
公
権
の
探
求
に
際
し
て
、
〈
具
体
的
な
事
実
構
造
・
生
活
関
係
〉

が
引
き
込
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
具
体
的
な
行
政
関
係
を
基
準
に
す
る
、
と

い
う
こ
と
は
、
権
利
の
探
求
に
際
し
、
関
連
す
る
領
域
の
具
体
的
な
事
実

構
造
を
引
き
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
関
係
へ
の
権
利
の
引

き
込
み
に
、
同
時
に
、
|
|
|
そ
こ
に
法
が
適
用
さ
れ
、
ま
た
そ
の
中
で

法
が
効
力
を
持
つ
|
|
|
。
具
体
的
な
生
活
関
係
(
ド

$
2
2
R
E
-
E∞'

(
回
)

印巾ロ
)
4

と
の
交
流
が
結
合
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
。
パ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、

こ
う
し
た
態
度
は
、
寸
事
実
上
、
個
人
利
益
に
役
立
つ
法
規
は
、
権
利
を
基

礎
づ
け
る
L

と
し
た
ビ
ュ

l
ラ
l
に
共
通
し
、
ま
た
、
権
利
義
務
の
探
求

に
際
し
、
か
規
範
素
材
。
と
か
事
実
与
件
古
田
口
町
官
唱
宮
口
町
内
正
ロ
)
・
生
活

実
態
。
の
聞
を
か
あ
ち
こ
ち
見
回
す
々
と
す
る
、
エ
ン
ギ
ツ
シ
ユ
(
開
口
包

RY)

ら
の
法
律
解
釈
学
の
基
礎
理
論
と
も
共
通
す
る
、
と
い
う
。

結
局
、
パ
ウ
ア
l
は
、
ド
グ
マ

l
テ
イ
ク
の
基
盤
を
、
基
本
法
の
も
と

で
、
そ
の
正
統
性
が
失
わ
れ
て
い
る
「
一
般
権
力
関
係
か
ら
一
般
法
関
係

へ
(
〈
。
ヨ
丘
町
巾
5
2ロ
g
o
m
J
E
-守
巾
吾
巳

E
U
N
C
B
巳
-m巾
g
aロ
B

河
内
山
口
宮
宮
巾
岳
山
}
吉
町
)
」
転
換
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
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料

な
お
、
パ
ウ
ア

1
に
お
い
て
、
「
法
L

は
、
基
本
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、

基
本
権
規
定
に
制
限
さ
れ
な
い
。
行
政
行
為
の
根
拠
規
定
に
は
も
ち
ろ
ん

制
限
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
類
推
に
よ
り
、
あ
る
い
は
一
般
的
(
し

ば
し
ば
不
文
で
も
あ
る
)
法
原
則
を
用
い
つ
つ
獲
得
さ
れ
る
法
も
ま
た
明

ら
か
に
法
で
あ
る
。
こ
の
(
行
政
)
法
関
係
の
内
容
は
む
し
ろ
、
そ
の
時
々

に
関
連
す
る
成
文
・
不
文
の
法
規
範
に
し
た
が
っ
て
規
定
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
パ
ウ
ア

l
の
公
権
論
は
、
〈
基
本
権
の
考
慮
〉
、
〈
具
体

的
な
事
実
構
造
・
生
活
関
係
〉
の
引
き
込
み
を
強
調
す
る
見
解
で
あ
り
、

ひ
と
こ
と
で
い
っ
て
、
〈
全
体
的
考
察
〉
を
特
色
と
す
る
公
権
論
で
あ
る
。

資

3 

隣
人
訴
訟

川
マ
ル
テ
ン
ス

マ
ル
テ
ン
ス
は
、
建
築
隣
人
訴
訟
に
つ
い
て
も
、
論
文
を
ひ
と
つ
公
表

し
て
い
る
。
内
容
を
要
約
し
て
紹
介
し
よ
う
。
①
の
部
分
が
最
も
重
要
で

あ
ろ
う
。

①
行
為
規
範
た
る
特
別
行
政
法

判
例
学
説
に
よ
る
行
政
活
動
へ
の
執
着
は
、
実
体
法
状
況
を
審
査
す
る

裁
判
官
の
思
考
に
特
殊
な
方
向
を
与
え
る
、
と
い
う
。
つ
ま
り
、
「
裁
判
官

は
、
特
別
行
政
法
上
の
諸
規
範
か
ら
生
ず
る
権
利
義
務
(
た
と
え
ば
、
原

告
は
建
築
申
請
書
の
中
で
詳
細
に
示
さ
れ
た
建
築
案
設
置
請
求
権
を
持
つ

か
)
を
問
う
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
(
し
ば
し
ば
第
一
に
)
、
行
政
庁
は
、

主
張
さ
れ
て
い
る
建
築
請
求
権
を
、
係
争
行
政
行
為
の
中
で
適
法
に
決
定

し
た
か
、
つ
ま
り
、
正
し
く
評
価
し
た

2
2ス
包
ロ
)
か
、
審
査
す
る
。
こ

う
し
て
、
特
別
行
政
法
の
諸
規
定
は
、
行
政
の
評
価
規
範
(
回

2
ュa
E口問的・

口。吋

5
8
)
と
し
て
、
つ
ま
り
、
紛
争
を
決
定
す
る
資
格
の
あ
る
裁
判
官
に

対
し
て
実
体
法
規
定
が
持
つ
効
果
に
関
し
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の

と
同
じ
よ
う
に
、
行
政
庁
に
向
け
ら
れ
た
規
定
と
し
て
、
登
場
す
る
。
し

か
し
、
評
価
規
範
と
い
う
特
別
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
分
類
は
、
裁
判
官
が
紛

争
法
関
係
に
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
」
。
と
こ
ろ
が
、
行

政
庁
は
当
事
者
で
あ
る
。
特
別
行
政
法
は
、
「
国
民
と
行
政
庁
に
対
す
る
行

為
規
範
(
〈

q
g
-
Z口
問
団
ロ
。

3Mg)
で
あ
る
」
(
以
上
、
傍
点
原
文
イ
タ

リ
ッ
ク
)
。

北法41(5-6・614)2660

②
建
築
主
・
隣
人
の
行
為
規
範

建
築
公
法
の
諸
規
定
は
、
建
築
主
は
自
分
の
土
地
を
ど
の
よ
う
に
利
用

で
き
る
か
を
語
っ
て
い
る
。
建
築
案
が
建
築
法
に
対
応
し
て
い
る
な
ら
、

隣
人
は
、
行
政
と
同
じ
く
、
建
築
物
の
設
置
と
利
用
を
受
忍
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
行
政
庁
は
、
建
築
申
請
決
定
を
通
じ
て
、
建
築
公
法
の
遵
守

を
配
慮
す
る
。
隣
人
保
護
に
と
っ
て
、
立
法
者
に
よ
っ
て
す
で
に
な
さ
れ

て
い
る
[
建
築
主
と
隣
人
と
の
]
紛
争
決
定
を
参
照
す
る
こ
と
が
決
め
手

で
あ
る
。



③
民
法
と
の
比
較

立
法
者
の
紛
争
決
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
紛
争
は
残
る
。
私
法
に
お
け
る

所
有
権
の
利
用
・
受
忍
の
限
界
な
ど
「
す
べ
て
の
紛
争
」
に
つ
い
て
、
裁

判
所
が
拘
束
力
あ
る
決
定
を
下
す
。
と
こ
ろ
が
、
公
法
に
お
い
て
、
違
法

な
行
政
活
動
に
対
す
る
権
利
保
護
だ
げ
が
問
題
に
な
り
、
隣
人
は
保
護
規

範
を
必
要
と
す
る
[
《
保
護
規
範
説
》
]
。
こ
こ
で
は
、
お
そ
ら
く
、
建
築

主
と
隣
人
は
無
関
係
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
建
築
公
法
に
よ
る
、

ドイツ公法上の隣人訴訟に関する一考察

建
築
主
と
隣
人
と
の
問
の
紛
争
決
定
が
、
建
築
主
と
行
政
庁
、
も
し
く
は

隣
人
と
行
政
庁
の
聞
の
紛
争
決
定
に
変
質
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
連
邦
行
政
裁
判
所
が
展
開
し
た
《
配
慮
原
則
説
》
は
、
私

法
相
隣
法
と
同
じ
方
法
で
、
相
隣
共
同
体
関
係
に
お
け
る
調
整
を
獲
得
し

、
{
珂
)

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

④
隣
人
保
護
の
再
構
成

そ
れ
で
は
、
隣
人
訴
訟
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
か
。
大
要
、
以

下
の
よ
う
に
い
う
。

再
構
成
の
条
件
は
、
隣
人
と
建
築
主
の
関
係
が
か
公
法
上
規
範
化
さ
れ

た
行
為
義
務
。
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と

で
あ
る
。

隣
人
が
主
張
す
る
所
有
権
鍛
損
(
〈
巾
ユ
巾
門
N
E
D
m
)

の
審
査
に
と
っ
て
必

要
な
問
い
は
、
隣
人
の
所
有
権
た
る
地
位
の
侵
害
(
∞

2
E片品ロ
Z
£
Em)

が
あ
る
か
、
J
」
の
侵
害
は
、
公
法
規
範
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
か
。

で
あ
る
。
隣
人
は
保
護
規
範
を
探
求
す
る
こ
と
な
く
、
所
有
権
侵
害
を
説

明
で
き
れ
ば
よ
い
。

隣
人
と
行
政
庁
と
の
間
の
行
政
法
関
係
の
内
容
は
、
公
法
上
の
行
為
規

範
違
反
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
、
隣
人
土
地
所
有
権
へ
の
侵
害
か
ら
隣
人

を
守
る
、
と
い
う
行
政
庁
の
義
務
で
あ
る
。
建
築
許
可
の
取
り
消
し
は
、

建
築
許
可
に
よ
っ
て
建
築
行
為
が
許
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
適
切
で
あ

る
。
建
築
許
可
な
し
に
、
あ
る
い
は
、
許
可
の
取
り
消
し
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
建
築
が
続
行
さ
れ
た
な
ら
、
行
政
庁
は
違
法
行
為
の
阻
止
、
ま
た
既

成
事
実
の
除
去
に
必
要
な
こ
と
す
べ
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

場
合
、
隣
人
の
請
求
は
、
か
行
政
庁
の
介
入
。
に
向
け
ら
れ
、
通
説
に
反
し
、

行
政
庁
に
裁
量
余
地
は
な
い
。

叩
パ
ウ
ア

l

パ
ウ
ア

l
は
、
隣
人
訴
訟
な
ど
の
三
面
的
法
関
係
に
お
げ
る
具
体
的
個

別
的
権
利
義
務
の
探
求
に
際
し
、
憲
法
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
、
ま

ず
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
土
地
所
有
権
の
状
況
拘
束

性
を
語
り
つ
つ
、
建
築
相
隣
法
と
い
う
領
域
の
事
物
構
造
の
特
色
と
し
て
、

隣
接
す
る
土
地
が
、
法
的
な
8

運
命
共
同
体
ヘ
グ
利
得
と
損
失
の
共
同
体
ヘ

グ
相
互
の
交
換
関
係
。
の
中
に
あ
る
、
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
隣
人
間
の

紛
争
に
お
い
て
は
、
土
地
所
有
権
行
使
の
自
由
の
衝
突
が
問
題
で
あ
り
、

北法41(5-6・615)2661



料

結
局
、
国
家
(
行
政
)
、
建
築
主
、
そ
し
て
隣
人
の
三
面
的
法
関
係
が
、
憲

法
に
基
礎
を
持
つ
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
み
ぎ
関
係
の
規
律
は
、
立
法

資

者
の
フ
リ

l
ハ
ン
ド
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

つ
づ
い
て
、
大

要
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
建
築
主
や
隣
人
の
所
有
者
と
し
て
の
権
利
・
義
務
の
詳
し
い
形
成
・

具
体
化
は
、
憲
法
に
適
合
し
た
個
別
の
法
律
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
と
り

わ
け
建
築
監
督
庁
の
権
限
を
も
同
時
に
確
定
す
る
建
設
計
画
法
や
建
築

法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
隣
人
の
権
利
を
基
礎
づ
け
る
に
際
し
て
、

建
築
公
法
が
、
隣
接
す
る
土
地
所
有
権
利
用
を
め
ぐ
る
紛
争
の
包
括
的

な
規
律
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
決
定
的
な
意
義
が
あ
る
。
そ
の
客
観
的

な
規
律
内
容
に
照
ら
し
て
、
相
隣
共
同
体
上
の
所
有
権
利
用
紛
争
を
規

律
し
、
調
整
に
持
ち
込
ん
で
い
る
よ
う
な
建
築
公
法
の
規
範
は
、
建
築

主
の
権
利
だ
け
で
な
く
、
隣
人
の
権
利
を
も
具
体
化
し
て
い
る
。
隣
人

は
、
建
築
許
可
に
よ
っ
て
許
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
規
範
に
適
合
し
た
建
築

案
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
違
法
な
場
合
に
は
、
受

忍
義
務
は
な
く
、
許
可
に
対
抗
で
き
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
上
の
所
有
権

保
障
は
、
隣
人
の
権
利
を
原
則
的
に
規
律
し
、
個
別
法
上
の
規
範
が
、

隣
人
の
法
的
地
位
の
具
体
的
内
容
、
範
囲
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
建
築
主
の
権
利
だ
け
で
な
く
、

隣
人
の
権
利
も
、
重
要
な
点
で
基
本
権
に
根
を
持
ち
、
そ
の
具
体
的
形

成
は
個
別
法
に
よ
る
こ
と
、
次
に
、
建
築
主
、
隣
人
の
具
体
的
権
利
の

探
求
に
際
し
、
憲
法
と
行
政
法
が
引
き
込
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か

も
《
保
護
規
範
説
》
に
頼
る
こ
と
な
し
に
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。
」
(
傍
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点
引
用
者
)

パ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
「
具
体
的
に
打
撃
さ
れ
る
隣
人
が
、
こ
れ
ら
の
権

利
義
務
の
主
体
で
あ
る
。
土
地
の
状
況
拘
束
性
ゃ
、
相
互
関
係
が
、
隣
人

公
権
に
は
基
本
権
に
基
礎
が
あ
る
こ
と
を
示
す
以
上
」
、
こ
の
か
具
体
的
打

撃
。
は
憲
法
上
の
要
求
で
あ
る
、
と
い
う
。
「
い
か
な
る
隣
人
が
そ
の
時
々

に
打
撃
さ
れ
る
か
は
、
状
況
と
個
々
の
事
案
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
る
」
。

間
共
通
点

マ
ル
テ
ン
ス
と
パ
ウ
ア

l
の
隣
人
訴
訟
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
つ
ぎ
の
点

で
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

①
ま
ず
、
建
築
公
法
に
よ
っ
て
、
建
築
主
の
権
利
ば
か
り
で
な
く
、
隣

人
の
権
利
も
具
体
化
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
建
築
公
法
の

規
定
は
、
建
築
主
に
と
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
隣
人
に
と
っ
て
も
ま
た
、

行
為
規
範
を
意
味
し
て
い
る
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
同
じ

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
別
の
角
度
か
ら
い
え
ば
、
行
政
、
建
築
主
、
そ
し
て

隣
人
の
三
面
的
関
係
は
、
従
来
の
理
解
の
よ
う
に
、
行
政
と
建
築
主
、
行



政
と
隣
人
に
二
分
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
体
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
。
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
、
建
築
主
と
隣
人
の
関
係
も
ま
た
建
築

公
法
の
規
律
対
象
に
な
っ
て
い
る
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

こ
こ
が
お
そ
ら
く
最
も
重
要
な
点
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
、
隣
人
保
護
再

構
成
の
条
件
は
、
隣
人
と
建
築
主
の
関
係
が
か
公
法
上
規
範
化
さ
れ
た
行

為
義
務
。
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
で
あ

マ
令
。

ドイツ公法上の隣人訴訟に関する一考察

②
マ
ル
テ
ン
ス
に
お
い
て
、
〈
適
法
な
建
築
案
を
受
忍
す
べ
き
隣
人
の
義

務
〉
と
、
〈
違
法
な
建
築
案
か
ら
隣
人
を
守
る
べ
き
行
政
庁
の
義
務
〉
が
語

ら
れ
て
い
る
。
パ
ウ
ア
l
に
お
い
て
は
、
〈
適
法
な
建
築
案
を
受
忍
す
べ
き

隣
人
の
義
務
〉
の
ほ
か
、
〈
違
法
な
建
築
許
可
に
隣
人
は
対
抗
で
き
る
〉
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

③
マ
ル
テ
ン
ス
に
お
い
て
、
隣
人
は
、
寸
保
護
規
範
を
探
求
す
る
こ
と
な

く
、
所
ト
伺
権
侵
害
を
説
明
で
き
れ
ば
よ
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
パ
ウ
ア
ー

に
あ
っ
て
、
隣
人
の
具
体
的
権
利
の
探
求
に
際
し
、
《
保
護
規
範
説
》
に

頼
る
こ
と
な
く
、
憲
法
と
行
政
法
が
引
き
込
ま
れ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
《
保
護
規
範
説
》
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
。

④
マ
ル
テ
ン
ス
に
お
い
て
、
〈
法
主
体
の
具
体
的
な
権
利
に
と
っ
て
基
準

と
な
る
法
規
範
は
、
多
少
と
も
大
き
い
数
の
、
成
文
・
不
文
の
法
か
ら
生

ず
る
〉
。
パ
ウ
ア

1
に
あ
っ
て
も
、
〈
類
推
や
、
法
の
一
般
原
則
か
ら
獲
得

さ
れ
る
法
も
ま
た
法
で
あ
り
、
行
政
法
関
係
の
内
容
は
、
関
連
す
る
成
文
・

不
文
の
法
規
範
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
〉
。
行
政
行
為
の
根
拠
規
定
だ
け
を

考
慮
の
対
象
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

批
判

《
行
政
法
関
係
説
》
に
対
し
、
学
説
か
ら
の
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
、
い

ず
れ
も
一
般
的
見
地
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
て
、
特
に
、
隣
人
訴
訟
を
念
頭

に
お
い
た
批
判
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
し
か
も
、
根
本
的
な
疑
問
を
寄
せ

る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
た
だ
い
わ
ゆ
る
行
政
活
動
に
焦
点
を
合
わ
せ

る
伝
統
的
な
行
政
法
体
系
の
す
べ
て
を
《
行
政
法
関
係
説
》
に
よ
っ
て
置

き
換
え
る
こ
と
に
反
対
す
る
か
、
こ
の
点
で
控
え
目
な
態
度
を
要
求
し
て

い
る
。

4 

コ
ン
ス
タ
ン
ツ
大
学
教
授
マ
ウ
ラ

l
(出
・
富
由
民
句
)

の
、
今
や
代
表
的
と
な
っ
た
教
科
書
は
、
行
政
法
関
係
を
強
調
す
る
最

近
の
傾
向
を
「
な
る
ほ
ど
、
肯
定
的
に
評
価
で
き
る
」
と
し
つ
つ
も
、

「
し
か
し
、
期
待
は
高
す
ぎ
な
い
か
、
が
問
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
マ

ウ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
行
政
法
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
時
々
の
状
況
に
応
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
法
関
係
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

行
政
法
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
、
社
会
給
付
法

G
O
N
E
-
-
m
g
Eロ宮
B
B

た
と
え
ば
、

北法41(5-6・617)2663
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n
y
C
な
ど
、
給
付
行
政
法
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
領
域

は
、
も
っ
ぱ
ら
金
銭
的
な
権
利
義
務
に
か
か
わ
り
、
法
関
係
に
よ
る
把

握
が
最
も
容
易
な
領
域
で
あ
る
。
他
の
法
領
域
で
の
テ
ス
ト
は
ま
だ
な

い
。
結
局
、
い
ま
だ
、
行
政
法
関
係
は
行
政
法
体
系
を
指
導
す
る
概
念

に
な
っ
て
い
な
い
、
と
結
論
と
し
て
る
。
マ
ウ
ラ

l
は
、
マ
ル
テ
ン
ス

や
パ
ウ
ア
!
の
業
績
を
知
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
無
視
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

資

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
教
授
シ
ュ
ミ
ッ
ト
H
ア
ス
マ
ン
(
開
・

ω円
Y
B
Eゲ

〉
民
自
由
ロ
ロ
)
は
、
「
我
々
は
、
法
関
係
説
を
、
名
宛
人
の
地
位
を
い
っ
そ

う
強
く
意
識
さ
せ
、
行
政
法
に
お
け
る
国
民
の
地
位
を
強
化
す
る
試
み
、

と
理
解
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
一
般
的
平
等
を
獲
得
す
る
テ
コ
と

し
て
、
法
関
係
は
適
当
で
な
い
。
」
寸
法
関
係
説
に
よ
る
法
形
式
説
の
解

体
(
〉

zomgm
己

q
m
R
Zえ
2
5
8
Z宵
巾
)
は
、
確
認
も
推
奨
も

さ
れ
て
い
な
い
。
逆
に
、
両
方
と
も
、
行
政
法
体
系
の
ア
ル
キ
メ
デ
ス

の
点
で
は
な
く
、
|
|
|
手
続
説
と
基
準
説
(
〈
巾
江
田
可
巾

5
4
Z
E

冨
田

-ug立
与
吋
凸
)
と
合
わ
さ
っ
て
|
|
|
、
一
一
つ
の
相
補
的
な
認
識
の

試
み
で
あ
る
。
」
(
傍
点
引
用
者
)
と
し
て
い
る
。

ト
ゥ
リ
ア

i
大
学
教
授
ブ
ロ
イ
ア

l
は
、
一
九
八
六
年
に
開
催
さ
れ

た
第
四
五
回
国
法
学
者
大
会
の
討
論
に
お
い
て
、
「
行
政
行
為
は
、
ま
さ

に
、
国
民
の
法
的
地
位
と
法
治
国
家
原
理
に
関
し
て
、
行
政
法
関
係
に

よ
っ
て
は
充
足
で
き
な
い
四
つ
の
重
要
な
機
能
を
果
た
す
」
(
傍
点
引
用

者
)
と
し
て
、
つ
ぎ
の
機
能
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
法
律
と
個
々

人
の
打
撃
と
の
間
で
法
律
を
明
確
に
す
る
機
能
、
行
政
行
為
と
い
う
形

式
に
よ
る
公
益
実
現
機
能
、
法
律
だ
け
か
ら
で
は
得
ら
れ
な
い
明
確
化

機
能
、
行
政
手
続
法
以
来
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
、
手
続
に
お
け
る
国

民
の
法
的
地
位
の
保
護
機
能
、
で
あ
る
。

(
l
)
《
法
関
係
説
》
に
つ
い
て
、
一
般
論
を
中
心
に
、
す
で
に
次
の
文

献
が
紹
介
・
検
討
を
加
え
て
い
る
。
参
照
、
塩
野
宏
「
紹
介
、

0
・

パ
ツ
ホ
フ
、

w・
プ
ロ

l
ム
コ
付
政
の
現
代
的
一
課
題
と
行
政
法
の
ド

グ
マ

l
テ
イ
ク
』
L

法
学
協
会
雑
誌
九
一
巻
二
号
(
一
九
七
四
年
)

二
九
三
頁
以
下
(
同
『
公
法
と
私
法
』
(
一
九
八
九
年
)
所
収
)
)
、

間
田
穆
「
N
・
ア
ハ
タ

l
ベ
ル
ク
の
『
法
律
関
係
論
』
・
『
行
政
法
関

係
』
」
法
律
時
報
五
七
巻
一
号
(
一
九
八
五
年
)
一

O
七
頁
以
下
、

堀
内
健
志
『
立
憲
理
論
の
主
要
問
題
ー

-
m
R
Z
g田
口
論
の
方
法
と

構
造
|
|
』
(
一
九
八
七
年
)
二

O
二
貝
以
下
、
村
上
博
「
ヴ
オ
ル

フ
ガ
ン
ク
・
マ
イ
ヤ

l
H
へ
1
ゼ
マ
ン
『
行
政
法
学
に
お
け
る
方
法

の
変
遷
』
」
鹿
児
島
大
学
法
学
論
集
一
八
巻
一
・
二
号
合
併
号
ご

九
八
三
年
)
九
七
頁
以
下
、
一
一
五
頁
以
下
、
人
見
剛
「
西
ド
イ
ツ

行
政
法
学
に
お
け
る
行
政
行
為
概
念
の
位
置
づ
け
」
兼
子
仁
編
著
『
西

ド
イ
ツ
の
行
政
行
為
論
』
ご
九
八
七
年
)
一
頁
以
下
、
三
四
頁
以
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自由NSS
・甲
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訓崎将

三
斗
~
1
1
醤
「
阻
z
ι
γ
ト

t44ヰ
む
の

Wliffi~~
8
(
4
製
纏
一
一
一
て

か
lヘ
-
8
r
n武E盤
以
攻
守
眠
時
'
!
'
-
斗
ト
そ
¥
ト
入
8
幸三軍-¥1て1:'-1'---

-
8
1区

程
一
一
一
J
w!と主主規
8
惚
E
腿
・
斗
・
週
三
1
~
金
ポ
制
緩
酬
纏
蝋
」

(
 1長
兵
O
社
)
1
 1
長
田
~
ド
ー
)
:
 ders.
，
 Geschichtliche 

G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
 
der 
Lehre 
v
o
m
 subjektiven 

offentlichen 

Recht
，
 1986
，
 S. 
161 
ff. 
(zi
t. 
Geschichtliche 

Grund-

lagen); 
ders.
，
 "Informelles 

V
 erwaltungshandeln 

i
m
 

offentlichen 
Wirtschaftsrechtぺ

V
e
r
w
A
r
c
h
.
1987
，
 S. 

241 
ff. 
(256 
ff.); 
ders.
，
 "Altes 
u
n
d
 N
e
u
e
s
 zur 
Schutz-

normtheorie"
，
 A
o
R
 1988
，
 S. 
582 
ff.
総
監
'
司
担
単
位
!
と

「国・て1:'-1'---ー『爆
E
嵯
継
E寝
起
訴
縫
J
J
記
墜
糾
鑑
潟
糾
1
;
:
:
i
I
l
(
i
J
1
 o]l> 

(
 1
 兵
~
O
峠
)
1
 gj
-
t
J
回
~
ド
ー
)
:
 ders.
，
 "
Z
u
m
 
offentli-

chrechtlichen 
N
a
c
h
b
a
r
s
c
h
u
t
z
 
i
m
 
W
a
s
s
e
r
r
e
c
h
t
-

B
V
e
r
w
G
，
 N]
羽
T
1988
，
 434"
，
 ]u
S
 1990
，
 S. 
24 
ff. 
;
 ]urgen 

M
a
r
t
e
n
s
，
 Di
e
 Praxis 

des 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
v
e
r
f
a
h
r
e
n
，
 

1985(zi
t. 
Die 
Praxis
，
 1985); 
ders.
，
 "D
e
r
 
verwaltungs-

rechtliche 
N
 achbarschutz -

eine unendliche G
巴schich

te?"
，
 N
]
W
 1985
，
 S. 
2302 

ff.
総
収
'
~
斗
Q
わ
〈
緩
~
わ
ユ
ド

~
'
納
骨
平
士
主
将
醤
~
8
~
8
~
短
筆
記
~
'
纏
わ
〈
句
\
、
「
ム
会
士
主
を
\
i
l
l
~

J
トJ~挺~.宮崎l;1

8
，
毛
ぬ

Jru:;IIE~
!"o(l。

(
閃
)
V
g
l. 
M
a
r
t
e
n
s
，
 Die Praxis

，
 1985
，
 Rdn. 
5
，
 7，
 29. 

(
申
)
V
g
l. 
M
a
r
t
e
n
s
，
 Die
 Praxis
，
 1985
，
 Rd. 
8; 
ders.
，
 N
]
W
 

1985
，
 S. 
2302 
f. 

，
f
.
主
将
総
監

F
蝉
験

rlと
経
誕
8
1
定
縦
ム

J~露
匝
」

ド，
1n@:饗

同
事
堂
「
国
土
ム
ヤ
ト
~
.
\
q
士
号
令
。

Wャ
入
「
\
軒
ー
ト
弐
お
!
と
古
差

是土庄
J
8
潟
宕
握
苦
言
」
匿
ヨ
4く
朴
誕
料
4
同書記官

1古川くiIl(iJ
11
日I]l>
(1
長

く
く
社
)
1
 gj
平
岡
~
ド
，
1
 J.
R
長
岡
~
ド
，
1
 1く
長
岡
Zミド-'
:);;: 

斗
穏
歪
「
怨
:
1
;
2

1と
醤
」
怪
a
n
基
罫
曜

Wlと
恒
土
日

8111ト屯~
(
詰
草
壁
)

~ 

(
1
~
兵
O
叶
)

1
0
]nn(~ド，

1
 1
同，
:);;:-Lj 
r国
:
ム
ャ
ト
t44ヰ

土:!"o(l$長:1;21と
醤
8
挺
臣
経
緯
~
0
ユ
ド

JW
土ミ

j彰
(4潟
糾
Q
糖
E
眼
・

母
三
議
獲
土
日
制
倒

rr1lll<:同柑~
(1 
~
長
O
叶
)
1
 J.R-f引抵当ドー，

-<(rm; 
r!ι

ャ
ト
!
と
醤
士
活
動
~
.
\
q
:
b
時
挺
~
l
:
量
得
8

1Jl主m!&-\1
l"¥J 8

~
~
手
」
阪

1~穏
や

I+<糾
鴬

2内側書記~.室
11111

網
1
恥
(
1
・民兵
1
J升
)
1
0
同
同

誌ドー。特
i定-\1

8
臣
E緩
や
~
'

li\t~' 
4総
監
'
モ
ト
三
榔
冨
「
困
:
ム
ヤ
ト
ポ

蝶
割
程
Q
盗
塁
霊
長
E
一
一
一
器
製
担
保
土
8
-Lj
8
~
選
定
遜
継
泳

j揺
~
よ
J
~
い

一
一
一
」
加
害
+
<
糾
総

1目
削
除
糧
足
臥
・

1己
4lí~~判

く
11o]l>
(1
・R
く

平
社
)
111 
1
 \凪
~
ド
-
'

gj
J.R回~)L-
(H. 
B
a
u
e
r
，
 Geschichtliche 

Grundlagen 
der 
Lehre 
v
o
m
 subjektiven 

offentlichen 

Recht
，
 1986 o
¥
(
d
嬰
〈
ひ
集
担
J
ド
二
時
)
，
固
く
回
芯
ト
(
機
114
鍵

..IJ(4
製，

(
届
恒
目
玉
冨
濡
〉
為
嬰
〈
宍
・
~
担
初
ヰ
ヰ
い
ユ
ト
C
l
)
'
ト
同

l

]nn(;出(~)
(
畿
日
~
~
需
の
毛
:
V
帰
国
土
ム
ヤ
ト
-
\
1
r
n
*
8
~
明
ユ
存
主
将
堰

有
i
.
J
兵
い
二
時
)
。

(
N
)
 
2主
ト
8
~
話
鰻
~
'
械

11侍:jf;'~'告~
8
Þ
<
種
以
巡
認
J
い
ニ
子
。

o
H. 

B
a
u
e
r
，
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Rechte 
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ein 
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zur 
Lehre 
v
o
m
 
subjektiven 

δffentlichen 
Recht
一"，
D
V
B
l. 
1986
，
 S. 
208 
ff. 
(
総
監
F

肺酬や
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料

成
田
編
・
前
掲
書
注

(
1
)
四
頁
以
下
、
九
頁
(
「
第
三
に
、
行
政

法
各
論
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
分
野
で
重
要
な
こ
と
は
、
そ
こ
に

お
け
る
実
体
的
な
権
利
義
務
の
具
体
的
内
容
:
・
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
行
政
法
総
論
が
一
般
論
を
、
各
論
が
そ
の
個
別
論
を
展

開
す
る
と
い
う
関
係
に
は
な
い
こ
と
:
・
で
あ
る
。
」
)

(
5
)
〈
往
切
同
ロ
巾
♂
の
巾
印
門
町
一
nY2-ny巾
の
コ
MHda]印肉巾
P

E∞∞・

ω・
5
H

町内・己巾同
-m--U〈
∞
-
H甲小山田ゆ

ωNHω
・

(6)
〈
包
・
冨
R
Z
E
-
-
X巾日
ν
E同
2
・
呂
田
・
何
色

HH(ω
・
∞
)
(
傍
点
引

用
者
)
・
な
お
参
照
、
塩
野
「
行
政
作
用
法
論
」
公
法
研
究
三
四
号

ご
九
七
二
年
)
一
七
九
頁
以
下
、
二
一

O
頁
(
同
・
前
掲
書
注

(
1
)

所
収
)
(
〈
公
法
関
係
の
特
色
は
、
専
ら
、
具
体
的
権
利
義
務
の
形
成

実
現
過
程
に
お
け
る
、
行
政
に
特
殊
な
法
現
象
に
あ
る
〉
)
、
遠
藤
博

也
『
実
定
行
政
法
』
(
一
九
八
九
年
)
は
し
が
き
。

(
7
)
〈
拘
戸
∞
山
口
巾
同
J
C巾印円
F
W
Y
己目門町内凶の円ロロ門出血拘巾
P
H
m
E

∞晶、

ω目]{由吋

(
8
)
Y白血
H
A
m
D
F
O芯
司
E
H
2・
邑
∞
印
w閉
山
門
同
・
広
一
〈
肉
戸
白
cnF
閉山門同・∞・

(
9
)
富
山
ユ
巾
E
W
E巾
司
自
江
田
w
E
g
-
見門凶・

5
・

(
叩
)
冨
R
B
5・
。
一
巾
句
E
H
2・
5
∞印・月仏・

5
・

(
日
)
冨
白
吋
片
町
ロ
タ
ロ
広
岡
ν
E
H
2・
呂
田
w列島・

NU・

(
口
)
ロ
角
田
丘
町
ロ
印
w

口
一
巾
句
H

・8
内{出場】双山町ゆ閉山門日・

ωH

(
日
)
冨

R
5
5・
口
一
巾
同
V
E
H一凹w
呂
田
・
河
内
凶
・

ω
0
・

(H)
冨
白
ユ
g
p
E巾
HVE同一
P
E
g
-
-
Z
N
ω
∞
・
な
お
参
照
、
乙
部

哲
郎
「
行
政
行
為
の
観
念
と
種
類
」
『
現
代
行
政
法
大
系
2
』
(
一
九

八
四
年
)
九
一
頁
以
下
、
九
七
頁
、
遠
藤
・
前
掲
書
注

(
6
)
八
九

資

頁
以
下
、
同
「
取
消
請
求
権
の
構
造
と
機
能
L

『
行
政
法
の
諸
問
題
・

下
・
雄
川
一
郎
先
生
献
呈
論
集
』
(
一
九
九

O
年
)
一
四
九
頁
以
下
、

一
六
六
頁
(
「
行
政
行
為
は
、
:
・
権
利
救
済
上
の
必
要
か
ら
認
め
ら

れ
た
行
政
手
続
過
程
上
の
一
結
節
点
に
す
ぎ
な
い
。
」
(
傍
点
原
文
)
、

塩
野
『
行
政
法
I
L
(
一
九
九
一
年
)
八
六
頁
(
「
行
政
行
為
は
行
政

過
程
の
一
段
階
と
し
て
機
能
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
)
。

(
日
)
一
貫
し
て
「
公
権
論
」
を
論
じ
る
パ
ウ
ア

1
は
、
「
公
権
論
」
の

歴
史
を
振
り
返
っ
て
、
か
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
(
の
目
し
ず
ロ
山
口
巾
r)
や
ビ
ュ
ー

ラ
l
(。
∞
口
町
]
巾
司
)
に
お
い
て
、
一
方
、
(
国
民
で
は
な
い
)
臣
民

(
d
口
広
三
白
ロ
巾
ロ
)
の
地
位
が
問
題
だ
っ
た
こ
と
(
ぐ
包
∞
白
己
巾
吋
w

。
g
n
y
w
F
E
n
F巾
の
E
E
]白
m
g
w
E∞少

ω・
5N)
、
他
方
、
イ
エ

リ
ネ
ッ
ク
に
お
い
て
、
「
公
法
の
か
す
べ
て
の
構
造
が
す
べ
て
の
点

で
権
利
と
い
う
網
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
と
と
の
自
覚
が
あ
っ

た
こ
と
(
〈
也
・
回
出
口
巾
F
C
m
m門町片
F
E
n
F巾
の
吋
ロ
ロ
告
白
拘
巾
P

E
∞my

ω・
H
S
(引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
』
色
一
口
ぬ
}
♂

ω苫
ぽ
ヨ
己
常

的

Z
Z
O
}
内江〈巾ロ

α片岡巾ロ
E
n
y巾
ロ
河
内
円
宮
内
wN-
〉
え
---ZC印
wω
・
∞
で

あ
る
)
)
、
ま
た
、
「
す
べ
て
の
法
は
法
主
体
の
関
係
で
あ
る
(
〉
ロ

g

mmwnz
一印片岡山色白
Z
O
ロ
〈
。
ロ

H
N
R
Z
g
z
z
m
z
g
)
」
、
と
述
べ
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
(
〈
包
・
∞
E
巾
n
c
g
n
E
n
y
E
n
z

の
E
ロ
色
白
m
g
-
E
E
-
ω
・
見
。
(
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
』
巾
}
}
一
ロ
巾
F

E
C
-
ω

巴
で
あ
る
)
)
。
そ
し
て
、
現
在
の
通
説
的
権
利
論
は
、

こ
う
し
た
伝
統
的
学
説
の
自
覚
な
ど
を
広
く
放
棄
し
て
お
り
、
ま
た
、

権
利
の
多
様
な
発
現
形
態
(
た
と
え
ば
、
支
配
権
、
請
求
権
、
形
成

北法41(5-6・620)2666



ドイツ公法上の隣人訴訟に関する一考察

権
)
を
考
え
る
な
ら
、
か
法
的
に
保
護
さ
れ
た
個
人
の
利
益
。
と
い

う
権
利
の
定
義
は
狭
す
ぎ
る
、
と
い
う
(
〈
包
・
∞
g
q
w
の巾印門町一
nyE'

nF巾
の

E
ロ
岳
山
関
巾
P

E∞少

ω・
5
N
同
日
目
門
司
H
d

・
P
H
白
日
時
・
コ
ω)
。

(
日
)
切
さ
qw
〈
句
者
〉
吋
ny.
同申告
.
ω
.
N
E
B
-片岡りロ・

HS.

(
げ
)
〈
m
U

∞田口巾
HJ
の巾凹門町一円
Z
2
n
y巾
の
司
ロ
ロ
色
白
m巾円
f
H
U∞町唱

ω・
5
H

同時一円目白
3
・w〉
α岡山

E
g
u
ω
・
2
叶
内
・
(
《
保
護
規
範
説
》
の
柔
軟

性
と
開
放
性
、
輪
郭
の
不
鮮
明
な
こ
と
と
法
的
不
安
定
を
指
摘
し
つ

つ)

(
日
)
∞
白
己
負
・
〉
α
閉山

E
g
-
∞・

2
0
内
向
・
(
傍
点
引
用
者
)
。
パ
ウ

ア
ー
は
、
別
の
論
文
で
、
《
法
関
係
説
》
の
二
つ
の
意
義
を
語
っ
て

い
る
。
ひ
と
つ
は
、
相
互
性
・
相
関
関
係
を
基
準
に
し
て
い
る
こ
と

に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
は
、
一
方
的

に
、
行
政
の
法
的
拘
束
と
法
的
義
務
を
強
調
し
て
き
た
が
、
た
と
え

ば
、
公
法
上
の
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
な
ど
に
関
す
る
法
的
規
律

は
、
た
ん
に
、
行
政
庁
の
義
務
の
規
範
的
根
拠
を
与
え
る
だ
け
で
な

く
、
む
し
ろ
、
国
民
の
義
務
の
根
拠
を
も
与
え
、
こ
れ
に
、
通
例
、

行
政
の
権
利
が
対
応
し
て
い
る
、
と
い
う
(
〈
m
「
切
山
口
R
W
〈
句
者
〉
吋
目

門町・

5
∞戸

ω
-
N
B
同
)
。
パ
ウ
ア

1
公
権
論
は
、
国
家
の
公
権
を

承
認
す
る
の
で
あ
る
(
〈
mF
切白ロ
O
F

の巾
R
E
n
}丘
一
口
町
巾
の

E
ロ仏-

g
m巾
P
H
h
X
5・
ω
H叶
一
山
内
・
一
色
町
吋
印
ニ
ロ
〈
∞
--H由∞
mw
∞
-NC∞民・)。

パ
ウ
ア

i
は
、
い
う
。
「
公
権
の
探
求
に
際
し
、
国
民
の
孤
立
し
た

請
求
権
的
地
位
と
、
多
少
と
も
思
弁
的
に
探
求
さ
れ
る
保
護
目
的
で

は
な
く
、
法
関
係
へ
の
関
与
人
の
相
互
関
係
が
基
準
と
な
る
。
こ
の

こ
と
が
、
そ
の
時
々
の
事
物
構
造
と
具
体
的
状
況
を
特
に
配
慮
し
た
、

両
面
で
の
権
利
・
義
務
の
強
化
さ
れ
た
細
分
化
を
可
能
に
す
る
」
。

均
衡
が
獲
得
さ
れ
、
ョ
オ

l
ル
・
オ
ア
・
ナ
ツ
シ
ン
グ
(
〉
ロ

2
0己
q

z
w
z
g
)
と
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
持
つ
問
題
解
決
能
力
の

限
界
が
克
服
さ
れ
る
(
〈
包
・
∞
白
ロ
q
u
c
g
n
E
n
y
E与
の
の
円
ロ
ロ
己
・

]白
mmロw
]

{

双山少

ω
-
H吋品『・)。

他
の
ひ
と
つ
は
、
《
法
関
係
説
》
が
、
行
政
と
個
々
の
国
民
と
の

聞
の
二
極
的
関
係
に
、
も
っ
ぱ
ら
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
た
め
、

三
極
・
多
極
関
係
を
適
切
に
理
解
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、

現
代
国
家
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
一
方
か
ら
奪
う
こ
と
無
し
に
、

他
方
に
与
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
認
識
が
あ
る
が
、
寸
こ
う
し
た
法

現
象
を
二
方
的
で
は
な
い
考
察
に
援
助
を
与
え
た
い
ド
グ
マ

1
テ
イ

ク
は
、
そ
の
構
想
の
中
で
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
法
関
係

ド
グ
マ

l
テ
ィ
ク
は
、
三
極
、
お
よ
び
多
極
的
法
関
係
を
と
も
な
っ

て
、
す
べ
て
の
関
与
人
の
権
利
(
義
務
)
の
適
切
な
規
定
を
可
能
に

す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
(
〈
m
戸
切
由
民
qw
〈巾門戸弓〉司
nF・
呂
∞
戸

ω
-
N品目山内・一己巾円印
-w
。巾印
nFHny己
Fnym
の円ロロ門出血肉巾円
f
E∞
ATω

口
町
)
。
な
お
、
パ
ウ
ア

l
の
い
う
み
ぎ
「
二
つ
の
意
義
L

に
つ
い
て
、

参
照
、
高
橋
・
前
掲
注

(
1
)

一
六
二
頁
。

(
凹
)
∞
白

5
F
〉
α閉
山
巴
∞
∞
咽

ω・
2
N
B一昨司ロ・

5ω
一
〈
包
・
田
口
円
}
凶

門同巾円印ょの巾閉口町一門町三一円}回巾の吋ロロ門出血
mm同
f
H双山デ

ω-H叶品目
w]{吋∞『-

B
X
司ロロ。

(
却
)
∞
出
口
巾
〆
〉
α
周
忌
∞
∞
・

ω
-
E
N・
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ドイツ公法上の隣人訴訟に関する一考察

及
す
る
な
ら
ば
、
建
築
主
に
、
建
築
公
法
に
よ
っ
て
一
度
許
さ
れ
た

利
用
が
後
に
な
っ
て
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
る
で
あ
ろ

〉つ。〉(Nω
。∞)

(
却
)
∞
2
2・
〉
α
m
z
g
w
ω
-
S印
円
(
傍
点
引
用
者
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一
号
3
・w

。巾印
n
z
n
y己
-nyゅ
の
コ
百
円
凶
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白
m
m
p
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A
Y
ω
E
ω
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(
判
)
切
田
口
mHJ
〉
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早
∞
∞
・

ω-AU叶『・

(HU)
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H1・
。
巾
凹
門
町
一
円
伊
丹
]
山
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町
巾
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円
ロ
ロ
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白
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巾
『
f
H甲山
WA山u
ω
-
H∞印

(
必
)
〈
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ζ
R
R
5・
Z
』
当
呂
田
い
-
N
ω
c
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ω
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ミ
一
∞
2
2・

〉
α周
忌
∞
∞
-
∞
-
B
N・

(
日
)
冨
R
R
g
w
Z』
当
呂
田
・

ω・
目
。
叶

(
H
H
)

参
照
、
人
見
・
前
掲
注

(
1
)
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
一
二
一
一

巻
一
号
一
二
三
頁
以
下
。

(
M
M
)

〈
肉
戸
国
・
冨
巾
可
2
・〉ロ印回目
)
E
n
F巾
・
一
口
一
〈
〈
ロ
gHN円
8
・
昌
司
・

ω
-
M吋
N

(

「
法
関
係
と
い
う
古
く
、
ま
た
新
し
い
用
語
が
関
心
を
引

く
の
は
、
た
だ
、
そ
れ
無
し
に
は
存
在
し
な
い
な
に
も
の
か
が
、
そ

こ
か
ら
生
ず
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
L

「
そ
れ
[
法
関
係
]
は
、
ま
っ

た
く
価
値
が
な
い
。
」
)
・

(
日
刊
)
ぐ
ぬ
「
富
田
R
R
W
E
-
m
g
Eロ
巾
凹
〈
貨
当
包
宮
口
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吋
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E
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N
K
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∞
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(
2
0
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寸
ア
ル
キ
メ
デ
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の
点
」
と
は
、
パ
イ
ロ
イ
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大
学
教
授
へ

ベ
ル
レ
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言
葉
(
司
・
出
血
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ヨ
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句
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同
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台
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∞
戸
∞
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N

ロ
止
な
お
、
《
法
関
係
説
》
の
重
要
性
を
、
お
そ
ら
く
は
じ
め

て
指
摘
し
た
パ
ツ
ホ
フ
(
参
照
、
塩
野
・
前
掲
注
(

1

)

)

も
今
や
、

大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
戦
後
、
行
政
行
為
な

き
と
こ
ろ
、
権
利
保
護
な
し
、
と
い
っ
た
状
況
が
存
在
し
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
私
は
、
行
政
活
動
、
と
り
わ
け
行
政
行
為
に
視
野
を
限

定
す
る
こ
と
に
抵
抗
し
た
。
行
政
行
為
を
法
関
係
で
置
き
換
え
る
こ

と
は
私
の
真
意
で
は
な
い
。
」
(
ぐ
〈
0
2月
F
B
u
E∞戸

ω・
自
由
)

な
お
参
照
、
高
木
光
『
事
実
行
為
と
行
政
訴
訟
』
(
一
九
八
八
年
)

二
O
五
頁
。

四

若
干
の
検
討

《
行
政
法
関
係
説
》
と
、
《
保
護
規
範
説
》
な
ど
の
伝
統

的
な
学
説
と
の
関
係
、
と
り
わ
け
伝
統
的
学
説
に
よ
る
そ
の
受
容
可
能
性
、

お
よ
び
わ
が
国
の
議
論
状
況
と
の
関
係
を
中
心
に
若
干
の
検
討
を
加
え
た

」
こ
で
は
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隣
人
訴
訟
と
の
関
係
に
お
け
る
《
行
政
法
関
係
説
》
に
と
っ
て
、
最



も
重
大
な
問
題
点
は
、
マ
ル
テ
ン
ス
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
〈
建
築
主

と
隣
人
と
の
関
係
が
建
築
公
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
承
認

で
き
る
か
〉
と
い
う
問
題
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

マ
ル
テ
ン
ス
自
身
は
、
「
特
別
行
政
法
の
規
定
は
、
個
々
の
国
民
(
こ
こ

で
は
建
築
主
と
い
う
特
徴
を
備
え
た
者
)
の
行
為
を
、
他
の
国
民
へ
の
影

響
を
配
慮
せ
ず
に
規
律
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ー
ー
ー
す
べ
て
の
実
体

法
規
範
と
同
じ
く
|
|
|
法
仲
間
の
共
同
生
活
を
、
正
義
と
い
う
指
導
原

理
の
も
と
で
、
整
序
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
」
と
い
う
理
由
で
、

み
ぎ
の
問
い
に
肯
定
的
に
答
え
て
い
る
。

他
方
、
パ
ウ
ア
l
は
、
「
隣
人
の
権
利
を
基
礎
づ
け
る
に
際
し
て
、
建
築

公
法
が
、
隣
接
す
る
土
地
所
有
権
利
用
を
め
ぐ
る
紛
争
の
包
括
的
な
規
律

を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
決
定
的
な
意
義
が
あ
る
。
そ
の
客
観
的
な
規
律
内

容
に
照
ら
し
て
、
相
隣
共
同
体
上
の
所
有
権
利
用
紛
争
を
規
律
し
、
調
整

に
持
ち
込
ん
で
い
る
よ
う
な
建
築
公
法
の
規
範
は
、
建
築
主
の
権
利
だ
け

で
な
く
、
隣
人
の
権
利
を
も
具
体
化
し
て
い
る
。
L

と
述
べ
て
い
る
。
パ
ウ

ァ
ー
は
こ
こ
で
、
《
保
護
規
範
説
》
を
基
本
的
に
支
持
す
る
、
ト
ゥ
リ
ア
!

大
学
教
授
プ
ロ
イ
ア
ー
ら
の
業
績
を
参
照
し
て
い
る
。
こ
れ
が
重
要
で
あ

る
。
ブ
ロ
イ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
「
隣
人
公
権
は
、
隣
人
間
の
利
益
紛
争
を
、

隣
人
間
の
利
用
の
整
序
、
調
和
そ
し
て
調
整
と
い
う
公
準
に
よ
っ
て
規
律

し
、
平
衡
状
態
に
持
ち
込
む
建
設
計
画
・
建
築
法
の
諸
規
定
、

料資

も
し
く
は

補
充
的
な
土
地
・
環
境
保
護
法
の
同
様
の
諸
規
定
の
適
用
に
お
い
て
承
認

さ
れ
る
。
適
用
可
能
な
規
定
の
客
観
的
規
律
対
象
が
決
め
手
で
あ
る
L

と

し
、
建
築
関
連
法
上
の
い
く
つ
か
の
規
定
を
隣
人
保
護
的
と
す
る
。
要
す

る
に
、
プ
ロ
イ
ア
ー
ら
に
あ
っ
て
、
隣
人
間
の
利
益
紛
争
を
規
律
す
る
規

範
が
隣
人
保
護
規
範
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
パ
ウ
ア

l

の
理
解
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
テ
ン
ス
の
提
示
し
た
問
題
は
、
《
保
護
規
範
説
》

の
中
で
肯
定
的
に
解
決
済
み
、
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
隣
人
第
三
者
は
、
《
行
政
法
関
係
説
》
ば
か
り
か
、
《
保
護
規
範

説
》
に
よ
っ
て
も
、
部
外
者
た
る
第
三
者
と
し
て
で
は
な
く
、
議
論
の
中

に
取
り
込
ま
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。

北法41(5-6・624)2670

み
ぎ
の
点
と
も
関
連
し
て
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
少
な
く
と
も
、
パ
ウ

ア
l
の
《
法
関
係
説
》
と
、
プ
ロ
イ
ア

l
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
H
ア
ス
マ
ン
ら

の
《
保
護
規
範
説
》
と
は
、
柏
当
程
度
似
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
つ
ま
り
、

パ
ウ
ア

l
の
《
法
関
係
説
》
は
、
ブ
ロ
イ
ア
ー
ら
の
《
保
護
規
範
説
》
と
、

建
築
公
法
が
建
築
主
と
隣
人
間
の
利
益
紛
争
を
解
決
決
定
し
て
い
る
と
考

え
る
点
で
共
通
し
、
ま
た
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
H
ア
ス

マ
ン
の
《
保
護
規
範
説
》
と
は
、
〈
全
体
的
考
察
〉
、
〈
基
本
権
の
考
慮
〉
、

そ
し
て
〈
事
実
構
造
・
生
活
関
係
〉
の
引
き
込
み
、
と
い
っ
た
重
要
な
点

で
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
、
マ
ル
テ
ン
ス

2 
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に
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
判
例
に
比
べ
て
小
さ
い
な
が
ら
も
、
行
政

行
為
の
存
在
意
義
が
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、

ド
グ
マ

1
テ
ィ
ク
の
基
盤
を
一
般
権
力
関
係
、
具
体
的
に
は
、
行
政
活
動
、

と
り
わ
け
行
政
行
為
か
ら
、
法
関
係
へ
と
転
換
し
て
も
、
実
際
上
の
変
化

は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
判
例
は
も

と
よ
り
、
伝
統
的
行
政
法
学
説
も
ま
た
、
《
法
関
係
説
》
を
受
容
す
る
用
意

を
整
え
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
《
保
護
規
範
説
》
が
、
わ
が
国
の
原
告
適
格
論
に
い
う
《
法

律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
》
と
同
じ
く
、
権
利
救
済
に
お
げ
る
寸
実
体
法

上
の
列
記
主
義
」
と
の
根
本
的
疑
問
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
以
上
は
、
こ
れ

に
代
わ
る
権
利
論
が
必
要
で
あ
る
。
み
ぎ
に
み
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
、

建
築
隣
人
関
係
を
め
ぐ
る
権
利
論
に
お
い
て
、
パ
ウ
ア

l
公
権
論
が
受
容

さ
れ
る
こ
と
に
、
そ
れ
ほ
ど
の
障
害
は
も
は
や
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と

思
う
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
償
れ
親
し
ん
だ
伝
統
的
な
思
考
方
法

へ
の
執
着
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
理
論
的
基
盤
の
移
動
の
必
要
性
に
関

す
る
消
極
的
な
評
価
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
理
論
的
に
は
と
も
か
く
、

修
正
さ
れ
た
《
保
護
規
範
説
》
で
十
分
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
解
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

3 

《
配
慮
原
則
説
》
を
用
い
る
建
築
隣
人
訴
訟
判
例
に
お
い
て
、
民
事
相

隣
共
同
体
関
係
論
と
同
一
の
実
体
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

諸
利
益
の
総
合
的
考
察
に
も
と
づ
く
隣
人
と
建
築
主
と
の
間
の
利
益
調
整

が
、
公
法
上
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
ド
イ
ツ
行
政
判
例
実
務
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
〈
全
体
的
考
察
〉

は
日
常
的
に
な
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

原
告
適
格
論
が
権
利
論
を
も
果
た
し
て
い
る
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
た

と
え
ば
、
新
潟
空
港
訴
訟
最
高
裁
判
決
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
〈
全
体
的
考

察
〉
、
あ
る
い
は
行
政
行
為
の
根
拠
規
定
に
だ
け
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
を

し
な
い
考
察
態
度
が
、
登
場
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
み
ぎ
の
最
高
裁
判
決

は
、
航
空
法
関
連
規
定
を
総
合
的
に
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
も
、
航
空
法

上
の
事
業
免
許
と
の
か
か
わ
り
が
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
な
い
規
定
な
ど
か

ら
、
周
辺
住
民
の
利
益
が
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
か
な
り
強
引
に
導

き
出
し
て
い
る
。
最
高
裁
の
解
釈
に
か
な
り
の
無
理
が
あ
る
と
の
点
に
つ

い
て
は
、
特
に
、
判
決
の
論
理
を
批
判
的
に
分
析
し
て
い
る
阿
部
泰
隆
評

釈
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

わ
が
国
原
告
適
格
論
で
い
う
《
保
護
に
値
す
る
利
益
説
》
は
、
こ
れ

を
権
利
論
と
し
て
み
た
場
合
に
は
、
〈
全
体
的
考
察
〉
な
ど
を
特
色
と
す
る

パ
ウ
ア

l
公
権
論
と
、
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
と
り
わ
け
大
阪
空
港
訴
訟
に
関
す
る
最
高
裁
昭
和
五
六
年
判
決
を
ひ

北法41(5-6・625)2671 
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料

と
つ
の
契
機
と
し
て
、
行
政
法
に
お
い
て
も
「
実
体
法
上
の
法
律
関
係
に

関
す
る
考
察
」
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
始
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
、
学
説
に
お
け
る

権
利
論
の
場
で
、
パ
ウ
ア
1
公
権
論
、
そ
し
て
《
行
政
法
関
係
説
》
を
受

け
入
れ
る
素
地
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
《
行
政
法
関
係
説
》
は
、
少
な

く
と
も
、
そ
の
一
般
的
枠
組
み
に
お
い
て
、
隣
人
第
三
者
を
行
政
法
上
の

議
論
に
取
り
込
む
に
あ
た
っ
て
、
な
ん
ら
障
害
を
も
た
ら
さ
な
い
理
論
枠

組
み
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

資

(
1
)
宮
印
ユ

S
P
・
-
u
q
〈
句
者
同
]
吉
ロ

m印可巾
n
y
E
n
Z
Z白
nzσ
印吋印

ny己
l

同

N

包

5
5
2
2
r
z
の
g
n立
与
え

J
Z当
呂
田
ム
・
自
己

町内

(Nω
。ω
g
x
p戸

ω由
)

(
2
)
∞
田
口

qw
ヨ
〉
}
門
巾
印
ロ
ロ
仏

Z
E巾印

NZ司
∞
口

F
E
N口
。
コ
吋
呂
町

g
丘
町
J

〉

α閉山同市山町四∞・

ω・印
m
w
N

町内・(由
N

叶
同
)

(3)
〈

m戸
河
・
∞
円
巾

C巾
H
J
3回
山
口
同
・
巾
門
川
町
己
目

ny巾
H
a
Z白
nFσ
同門印

nFEN--w

ロ
〈
∞
}
冨
∞

ω・
∞

-
B
H
同
『
・
(
色
叶
)
一
円
凶
巾

3
・
〉
己
凹

σ出
口
己
巾
凹

円
ロ
門
出
〈

ECmニ
宮
町
三

N巾印

mmwm巾
口
口
百
項
目
-
吾
四

-
E
E口
問
。
口
同

-m

〉
口
問
問
白

σ巾
己
巾
印
。
民
巾
ロ
己
目

nym口
同
州
巾

nys--w
ロ
〈
∞
戸
同
也
市
山
由

wω
・∞
h
H

由

民・

3
2
5
x
p回
目
∞
)
」
ブ
ロ
イ
ア
!
の
見
解
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク

大
学
教
授
ヴ
ァ

l
ル
(
河
羽
田
Ff
・-
Z
R
5
R
R
E
R
E
∞2
5・

nFぺ
J
E
ω
E
E
-
ω
・
印
叶
吋
同
町
・
)
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
教
授

シ

ュ

タ

イ

ン

ベ

ル

ク

(

戸

∞

芯

宮

σqm-
コ
の
吋
ロ
ロ
民

E
m巾
ロ
色
町
田

α片
岡

g
E
n
y
g
Z
R
5
R
Z
n伊
丹
凹

3・

2
巧
E
Eふ
合
ご
円
)
に

よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)
本
稿
筆
者
は
、
こ
う
し
た
見
解
を
《
保
護
規
範
説
》
の
内
部
に
お

け
る
ひ
と
つ
の
亜
種
と
理
解
し
、
《
規
律
対
象
説
》
と
呼
び
、
若
干

の
検
討
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
。
参
照
、
大
西
有
一
一
寸
公
法
上
の
建

築
隣
人
訴
訟
(
四
)
|
|
|
西
ド
イ
ツ
行
政
判
例
に
お
け
る
『
権
利
』

『
権
利
毅
損
』
お
よ
び
『
違
法
事
由
』
|
|
|
」
北
大
法
学
論
集
四

一
巻
四
号
ご
九
九
一
年
二
五
一
二
頁
以
下
、
一
五
六
二
頁
以
下
。

(
5
)
な
お
、
《
裁
判
上
保
護
に
値
す
る
利
益
説
》
と
比
較
し
つ
つ
、
《
法

律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
(
法
律
の
保
護
す
る
利
益
説
)
》
に
対
す

る
最
も
整
理
さ
れ
た
批
判
を
試
み
る
の
は
、
遠
藤
博
也
・
阿
部
泰
隆

編
『
講
義
行
政
法
H
(行
政
救
済
法
)
』
(
一
九
八
二
年
)
一
二
二
頁

以
下
(
阿
部
執
筆
)
、
で
あ
る
。

(
6
)
《
配
慮
原
則
説
》
に
よ
っ
て
、
建
築
行
政
庁
は
、
建
築
許
可
を
拒
否

し
た
り
、
職
権
取
消
を
す
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
《
配
慮
原
則
説
》

に
は
隣
人
間
の
粉
争
の
事
前
防
止
機
能
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
手
続
上

の
機
能
的
特
色
で
あ
る
。

(7)
最
判
平
成
元
・
二
・
一
七
判
例
時
報
一
二
一

O
六
号
五
頁
。
な
お
、

参
照
、
最
判
昭
六

0
・
二
了
一
七
判
例
時
報
一
一
七
九
号
五
六
頁

(
伊
達
火
発
埋
立
免
許
取
消
事
件
)
。

(8)
阿
部
泰
隆
「
航
空
法
の
事
業
免
許
を
争
う
近
隣
住
民
の
原
告
適
格

|
|
|
最
高
裁
平
成
元
年
二
月
一
七
日
第
二
小
法
廷
判
決
、
本
誌
六

北法41(5-6・626)2672
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九
四
号
七
三
頁

|
|
L判
例
タ
イ
ム
ズ
六
九
六
号
(
一
九
八
九
年
)

四
九
頁
以
下
。
な
お
参
照
、
遠
藤
「
取
消
請
求
権
に
関
す
る
一
考
察
」

『
行
政
法
学
の
現
状
分
析
・
高
柳
信
一
先
生
古
稀
記
念
論
集
』
(
一
九

九
一
年
)
四
五
七
頁
以
下
、
四
五
八
頁
以
下
。

(9)
最
大
判
昭
五
六
・
二
一
・
一
六
民
集
三
五
巻
一

O
号
一
三
六
九
頁
。

(
叩
)
塩
野
宏
寸
無
名
抗
告
訴
訟
の
問
題
点
」
『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講

座
9
』
(
一
九
八
三
年
)
一
一
三
頁
以
下
、
一
四
七
頁
以
下
、
安
念

潤
司
「
取
消
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
の
構
造
(
二
L

国
家
学
会

雑
誌
九
七
巻
一
一

H

一
二
号
七
一
一
頁
以
下
、
七
一
八
頁
以
下
(
注

(二

O))
。
な
お
、
遠
藤
『
実
定
行
政
法
』
(
一
九
八
九
年
)
は
、
国

民
の
権
利
自
由
、
と
り
わ
け
請
求
権
の
観
点
か
ら
、
行
政
法
総
論
体

系
全
体
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
日
)
《
行
政
法
関
係
説
》
と
わ
が
国
に
お
け
る
方
法
論
議
と
の
関
連
に

つ
い
て
、
参
照
、
村
上
武
則
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
給
付
行
政
の
法

関
係
論
に
つ
い
て
」
『
比
較
公
法
学
の
諸
問
題
・
伊
藤
満
先
生
喜
寿

記
念
』
(
一
九
九

O
年
)
一
五
九
頁
以
下
、
一
七
九
頁
以
下
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
の
行
政
判
例
に
お
け
る
錯
綜
し
た
権
利
論
の
状
況
を

紹
介
し
た
。
そ
の
際
、
水
管
理
法
に
関
す
る
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一

九
八
七
年
七
月
一
五
日
判
決
に
手
が
か
り
を
求
め
た
。
み
ぎ
判
決
に
お
い

《
保
護
規
範
説
》
と
《
配
慮
原
則
説
》
と
が
融
合
し
て
い
る
か
に
み

え
た
。
《
保
護
規
範
説
》
、
《
基
本
権
説
》
、
そ
し
て
《
配
慮
原
則
説
》

を
順
に
紹
介
・
検
討
し
た
結
果
、
両
者
は
し
か
し
融
合
で
き
な
い
性
質
の

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
こ
う
し
た
判
例
の
現
状
を
説
明
す
る

枠
組
み
を
探
求
し
、
そ
れ
を
《
行
政
法
関
係
説
》
に
見
い
だ
し
た
。

本
稿
が
検
討
の
対
象
に
し
た
、
連
邦
財
政
裁
判
所
副
長
官
マ
ル
テ
ン
ス

と
パ
ウ
ア
l
博
士
の
《
行
政
法
関
係
説
》
は
、
建
築
隣
人
訴
訟
の
領
域
に

お
い
て
、
次
の
諸
点
で
共
通
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
①
建
築
主
と
隣
人
と

の
関
係
が
建
築
公
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
②
〈
適
法

な
建
築
を
受
忍
す
べ
き
隣
人
の
義
務
〉
を
語
る
ほ
か
、
〈
行
政
庁
の
隣
人
に

対
す
る
義
務
〉
な
ど
、
建
築
主
、
隣
人
、
行
政
庁
の
権
利
義
務
が
語
ら
れ

て
い
る
。
③
《
保
護
規
範
説
》
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
④
行
政
行
為
の
根

拠
規
定
だ
け
を
考
察
の
対
象
に
す
る
の
で
は
な
い
。

マ
ル
テ
ン
ス
は
、
国
民
と
行
政
と
の
関
係
を
請
求
権
と
義
務
の
関
係
、

つ
ま
り
法
関
係
と
考
え
て
い
る
。
パ
ウ
ア
l
は
、
ド
グ
マ

l
テ
ィ
ク
の
基

盤
を
寸
一
般
権
力
関
係
か
ら
法
関
係
へ
」
転
換
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

本
稿
は
、
み
や
き
に
み
た
《
行
政
法
関
係
説
》
が
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大

学
教
授
シ
ュ
ミ
ッ
ト
H
ア
ス
マ
ン
や
、
ト
ゥ
リ
ア
!
大
学
教
授
プ
ロ
イ
ア
ー

ら
の
《
保
護
規
範
説
》
と
、
多
く
の
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ

ゆ
え
《
行
政
法
関
係
説
》
が
採
用
さ
れ
て
も
、
実
際
に
は
大
き
な
変
化
は

て
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生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
た
。

最
後
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
学
説
に
も
《
行
政
法
関
係
説
》
と
共
通
す

る
発
想
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

〈
全
体
的
(
実
体
法
的
)
考
察
〉
を
す
る
ド
イ
ツ
で
は
、
《
法
関
係
》
を

こ
と
さ
ら
強
調
す
る
必
要
に
乏
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
、
〈
処
分
根
拠
規
定
中
心
主
義
〉
・
〈
制
定
法
準
拠
主
義
〉
と
も
い

う
べ
き
考
察
方
法
が
判
例
・
行
政
実
務
を
支
配
し
て
い
る
か
に
み
え
る
日

本
で
は
、
《
法
関
係
》
へ
の
注
目
が
重
要
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

な
お
、
本
稿
の
知
る
か
ぎ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
《
行
政
法
関
係
説
》

を
本
格
的
に
展
開
し
て
い
る
の
は
、
本
稿
で
も
紹
介
し
た
、
連
邦
財
政
裁

判
所
副
長
官
マ
ル
テ
ン
ス
(
]
冨
山
ユ

g凹
)
の
『
行
政
手
続
の
実
務
(
巴
巾

司

E
凶
広
己

2
〈

qtg-Eロ
阿
君
巾
広
同
町
吋

gm)』
(
一
九
八
五
年
)
だ
け
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
批
判
説
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
行
政
行
為
の
機

能
理
解
が
や
や
単
純
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ほ
か
、
行
政
救
済
法
を
対

象
に
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
各
論
・
特
別
行
政
法
レ
ベ
ル
で
関
連
す
る
議

論
は
、
租
税
法
や
社
会
保
障
法
を
除
く
と
、
本
稿
の
紹
介
し
た
建
築
隣
人

訴
訟
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

資

追
記わ
た
く
し
は
、
北
海
道
大
学
の
教
養
課
程
に
お
い
て
、
プ
ル
ン
ナ
l

の
講
読
演
習
へ
の
参
加
を
許
さ
れ
て
以
来
、
石
川
武
先
生
か
ら
、
ド

イ
ツ
語
の
手
ほ
ど
き
を
中
心
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
指
導
を
賜
っ
て
参

り
ま
し
た
。
特
に
、
修
士
課
程
の
演
習
に
お
い
て
、
先
生
の
ご
指
導

の
も
と
、
ス
メ
ン
ト
の
論
文
を
講
読
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
は
貴
重

な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
五
時
間
に
お
よ
ぶ
演
習
の
半

分
以
上
が
、
日
常
の
話
題
を
め
ぐ
る
議
論
で
し
た
。
振
り
返
っ
て
み

ま
す
と
、
論
文
か
ら
で
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
議
論
を
通
じ
て
、
わ
た

く
し
は
、
ド
イ
ツ
「
的
」
な
、
な
に
も
の
か
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い

た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
多
く
の
話
題
の
な
か
で
、
日
航
機
ハ
イ
ジ
ャ
ッ

ク
事
件
に
関
す
る
お
話
は
、
お
そ
ら
く
今
後
も
わ
た
く
し
の
な
か
で
、

く
り
返
し
反
趨
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま

で
の
ご
指
導
に
対
し
ま
し
て
、
謹
ん
で
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
稿
は
、
非
力
を
省
み
ず
、
当
初
の
予
定
を
い
そ
ぎ
変
更
し
て
執

筆
し
た
た
め
、
組
雑
な
内
容
と
な
り
、
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・

学
説
の
理
解
に
疲
れ
は
て
、
肝
心
の
検
討
を
ほ
と
ん
ど
な
ん
ら
加
え

て
い
な
い
、
ま
こ
と
に
浅
薄
な
論
文
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
Q

石

川
先
生
に
は
、
は
か
り
知
れ
な
い
ご
学
恩
を
賜
り
な
が
ら
、
こ
の
よ

う
な
も
の
し
か
書
け
な
い
こ
と
を
心
か
ら
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

不
備
不
完
全
さ
を
少
し
ず
つ
で
も
お
ぎ
な
う
よ
う
、
今
後
と
も
日
々

努
力
を
つ
づ
け
る
こ
と
で
、
お
許
し
願
え
れ
ば
幸
い
で
す
。
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